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明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
一
）

手

塚

豊

七六五四三二一
は
し
が
ぎ

明
治
十
五
年
刑
法
編
纂
過
程
に
お
け
る
決
闘
罪
と
、
そ
の
施
行
後
の
修
正
案
に
あ
ら
わ
れ
た
決
闘
罪

明
治
十
五
年
刑
法
施
行
前
後
の
決
闘
論
議
と
決
闘
申
込
事
件

明
治
二
十
一
年
高
島
炭
鉱
問
題
を
契
機
と
す
る
決
闘
の
流
行
…
…
以
上
本
号

決
闘
論
議
の
活
況

決
闘
罪
の
制
定

む
す
び

は
　
し
　
が
　
き

　
明
治
二
十
二
年
十
二
月
三
十
日
、
「
決
闘
罪
二
関
ス
ル
件
」
は
、
法
律
第
三
四
号
を
以
て
制
定
、
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
明
治
十
五
年
刑
法
に
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）

そ
の
規
定
を
欠
く
決
闘
罪
を
あ
ら
た
に
採
り
あ
げ
た
刑
事
特
別
法
で
あ
り
、
い
ま
な
ほ
現
行
法
と
し
て
生
き
て
い
る
。

　
こ
の
特
別
法
は
、
現
在
、
法
務
省
の
法
制
審
議
会
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
刑
法
改
正
作
業
に
お
い
て
、
そ
の
内
容
を
改
め
、
刑
法
典
中
に
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）

編
入
さ
れ
る
予
定
に
な
つ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
す
で
に
早
く
昭
和
初
頭
の
刑
法
改
正
事
業
に
お
い
て
も
、
問
題
と
な
つ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
　
　
明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
（
一
五
七
）



　
　
　
明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
一
）

す
な
わ
ち
昭
和
二
年
の
刑
法
改
正
予
備
草
案
に
お
い
て
、
そ
の
第
二
八
章
に
「
決
闘
ノ
罪
』
と
し
て
、

れ
、
昭
和
十
五
年
の
刑
法
改
正
仮
案
に
も
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
引
き
つ
が
れ
た
。
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
前
注
　
上
段
は
現
行
「
決
闘
罪
二
関
ス
ル
件
」
、
中
段
は
改
正
予
備
草
案
の
条
文
、
下
段
は
改
正
仮
案
の
そ
れ
で
、

　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
（
一
五
八
）

内
容
に
多
少
の
変
更
を
加
え
て
編
入
さ

カ
ッ
コ
の
中
は
、
手
塚
の
註
記
で
あ
る
。

第 第　　第　　　　第　　　　　第

人五セ情円一等ス四刑三円年ニスニシー
ヲ条シヲ以年ノ　コ条法条以以条　　処タ条
誹　　メ知下以名　ト　　ノ　　下下　　　　シル　　決
殿決タテノ下義ヲ決各決ノ　の決　　十者決闘
シ闘ル決罰ノ　ヲ約闘本闘罰重闘　　円ハ闘罪
タノ者闘金重以シノ条二金禁ヲ　　以六ヲ晶
ル挑ハノ　ヲ禁テタ立二依ヲ鋼行　　上月挑関
者二罰場附鋼スル会照テ附ニ　ヒ　　百以　ミス
ハ応前所加ニル者ヲ　シ人加処タ　　円上タ　ル
刑セ項ヲス処ニハ為テヲスシル　　以ニル件
法サニ貸 シ拘証シ処殺　　二者　　下年者
ニル同与 五ラ人又断傷　　十ハ　　の以又
照ノシシ 円ス介ハスシ　　円二　　罰下ハ
シ故　　又 以一添立　　タ　　以年　　金ノ其
誹ヲ　　ハ 上月人会　　ル　　上以　　ヲ重挑
殿以　　供 五以等ヲ　　者　　二上　　附禁二
ノテ　　用 十上何為　　ハ　　百五　　加鋼応

第　　　　第　　第

下立二禁挑二年二
ノ会百鋼二百以百
懲ヲ八二応八下七第
治為 十処シ十ノ十二
又スースタ条懲九十
ハコ条　　ル　　治条八
禁　ト　　　　者決又　　章
鋼ヲ　決　　ハ闘ハ決
二約闘　　ニヲ禁闘決
処シノ　　年挑鋼ヲ闘
スタ立　　以　ミニ為ノ
ル会　　下タ処シ罪
者ヲ　　ノ　ルスタ
ハ為　　懲者　　ル
一シ　　治又　　者
年又　　又ハ　　ハ
以ハ　　ハ其　　五

第　　　　第　　　　　　　　　第
下立三又其三は十九タ前年三
ノ会百ハノ百傷五条ル項以百
懲ヲ五禁挑五害条又　トノ下五第
役為十鋸二十乃ノ　ハキ罪ノ十三
又ス七晶応六至例第ハヲ懲五十
ハコ条処シ条傷（三第犯役条章
禁　ト　　スタ　　害既百三シ又
鋼ヲ決　　ル決致遂四百死ハ決決
二約闘　　者闘死未十三傷禁闘闘
処シノ　　ハ　ヲ罪遂三十ノ　鋼ヲ　ノ
スタ立　　二挑）の条五結二為罪
ル会　　年ミニ普乃条果処シ
者ヲ　　以タ依通至第ヲスタ
ハ為　　下ルル殺第三生　　ル
一シ　　ノ者　　人三百セ　　者
年又　　懲又　　罪百三シ　　ハ
以ハ　　役ハ　　又四十メ　　五



罪
ヲ
以
テ
論
ス

第
六
条
前
数
条
二
記
載
シ
タ
ル
犯
罪
刑
法
二

　
照
シ
其
重
キ
モ
ノ
ハ
重
キ
ニ
従
テ
処
断
ス

　
こ
れ
ら
の
改
正
案
は
、
い
ず
れ
も
、
現
行
法
に
比
較
し
て
、
決
闘
を
め
ぐ
る
犯
罪
の
種
類
が
若
干
減
少
し
た
こ
と
、
各
犯
罪
に
対
す
る
科
刑
が
梢

軽
く
な
つ
た
こ
と
、
と
く
に
禁
鋼
刑
も
採
用
し
た
こ
と
な
ど
の
点
を
の
ぞ
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
現
行
法
通
り
の
趣
旨
を
、
刑
法
典
の
中
に
組
み
入
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）

た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
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戦
後
の
改
正
刑
法
草
案
に
み
ら
れ
る
決
闘
罪
の
動
向
は
．
い
ま
の
と
こ
ろ
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
前
註
　
条
文
中
の
カ
ッ
コ
の
中
は
、
手
塚
の
註
記
で
あ
る
。

改
　
正
　
刑
法
準
備
草
案

法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
小
委
員
会
参
考
案
・
第
一
次
案
（
昭
和
四
十
五
年
）

（
昭
和
三
十
六
年
）

A
　
・
　
B
　
　
案

別
　
　
　
　
　
　
案

第
二
十
七
章
決
闘
の
罪

（
第
二
十
五
章
傷
害
及
び
暴
行
の
罪
に
追
加
）

第
二
十
七
章
決
闘
の
罪

第
二
八
五
条
　
決
闘
を
し
た
者
は
、
一
年
以
上

A
案

第
二
八
五
条
決
闘
を
し
た
者
は
、
五
年
以
下

十
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。

第
二
八
一
条
の
二
　
兇
器
を
用
い
て
闘
争
す
る

の
懲
役
又
は
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

前
項
の
罪
を
犯
し
、
死
の
結
果
を
生
ぜ
し
め

こ
と
を
申
し
込
み
．
又
は
そ
の
申
込
を
承
諾

る
。

た
と
き
は
、
殺
意
の
有
無
を
区
別
し
、
第
二

し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
、
五
万
円
以

前
項
の
罪
を
犯
し
、
死
傷
の
結
果
を
生
ぜ
し

六
八
条
又
は
第
二
七
五
条
（
一
般
の
殺
人
罪

下
の
罰
金
、
拘
留
又
は
科
料
に
処
す
る
。

め
た
と
き
は
、
殺
意
の
有
無
を
区
別
し
、
殺

又
は
傷
害
致
死
罪
）
に
よ
つ
て
処
断
す
る
。

（
第
二
八
一
条
は
、
兇
器
準
備
集
合
罪
で
あ
る
）

人
又
は
傷
害
の
例
に
よ
る
。

第
二
八
六
条
決
闘
を
申
し
込
み
、
又
は
そ
の

B
案

第
二
八
六
条
決
闘
を
申
し
込
み
．
又
は
そ
の

申
込
を
承
諾
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役

第
二
八
一
条
の
二
　
合
意
の
う
え
、
兇
器
を
用

申
込
を
承
諾
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲

に
処
す
る
。

い
て
闘
争
し
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
又

役
、
五
万
円
以
下
の
罰
金
、
拘
留
又
は
科
料

明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
一
）

三

（
一
五
九
）



明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
一
）

四

（
輔
六
9

第
二
八
七
条
決
闘
の
立
会
を
し
、
又
は
立
会

は
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

に
処
す
る
。

を
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
者
は
、
一
年
以
下

前
項
の
罪
を
犯
し
、
死
傷
の
結
果
を
生
ぜ
し

、
第
二
八
七
条
決
闘
の
立
会
を
し
、
又
は
立
会

の
懲
役
に
処
す
る
。

め
た
と
き
は
、
殺
意
の
有
無
を
区
別
し
、
殺

を
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
者
は
、
一
年
以
下

人
又
は
傷
害
の
例
に
よ
る
。

の
懲
役
、
三
万
円
以
下
の
罰
金
、
拘
留
又
は

第
二
八
一
条
の
三
　
前
条
第
一
項
の
行
為
を
す

科
料
に
処
す
る
。

る
こ
と
を
申
し
込
み
、
又
は
そ
の
申
込
を
承

諾
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
、
五
万
円

以
下
の
罰
金
、
拘
留
又
は
科
料
に
処
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
そ
し
て
．
現
在
の
と
こ
ろ
「
別
案
に
よ
ら
ず
、
A
案
又
は
B
案
の
方
針
に
よ
る
こ
と
に
決
定
」
を
み
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
今
後
、

そ
う
し
た
方
向
で
改
正
案
は
お
そ
ら
く
ま
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
決
闘
罪
か
ら
「
決
闘
」
の
二
字
が
消
さ
れ
、
全
く
あ
た
ら
し
い
表
現
に
脱
皮

せ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
理
由
は
、
決
闘
罪
の
「
犯
人
に
つ
い
て
み
る
と
、
統
計
上
は
大
部
分
が
少
年
で
あ
り
」
「
具
体
的
に
検
討
す
る
と
暴
力
団
構
成
員
と
認
め

ら
れ
る
者
が
多
い
こ
と
」
さ
ら
に
「
名
誉
を
か
け
て
闘
争
す
る
決
闘
（
N
蓄
幹
彗
8
は
、
わ
が
国
で
も
か
つ
て
の
武
士
階
級
に
お
い
て
は
み
ら
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
こ
の
よ
う
な
習
慣
は
存
し
な
い
」
か
ら
「
現
代
の
刑
法
典
に
古
典
的
な
意
味
で
の
決
闘
を
規
定
す
る
理
由
は
な

（
6
）い
」
。
し
た
が
つ
て
、
「
決
闘
」
の
文
字
を
削
り
、
「
兇
器
に
よ
る
合
意
闘
争
」
と
し
て
、
こ
れ
を
把
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
決
闘
ら
し
い
決
闘
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
昭
和
初
年
の
改
正
事
業
の
際
も
、
同
じ
よ
う
に
間
題
に
な
つ
て
い
る
。
例
え
ば
、

昭
和
十
四
年
六
月
に
開
か
れ
た
第
二
十
三
回
刑
法
並
に
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
総
会
に
お
い
て
、
浜
野
徹
太
郎
、
倉
元
要
一
、
草
野
豹
一
郎
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

三
委
員
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
有
力
な
理
由
と
し
て
決
闘
罪
削
除
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
直
後
、
さ
ら
に
草
野
氏
は
「
決
闘
罪
に
対
す
る
立

法
的
考
察
』
を
書
か
れ
、
「
明
治
二
十
二
年
に
至
り
決
闘
罪
に
関
す
る
特
別
法
が
制
定
公
布
せ
ら
る
る
こ
と
と
な
つ
た
」
「
け
れ
ど
も
、
同
法
律
が



今
日
ま
で
幾
許
の
効
果
を
挙
げ
来
つ
た
か
は
、
一
個
の
問
題
で
あ
る
と
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
」
、
特
別
法
は
別
段
効
果
を
挙
げ
来
つ
た
と
も
思
は
れ

な
い
ば
か
り
か
、
決
闘
の
風
が
隆
盛
と
な
ろ
う
と
す
る
気
配
も
見
え
な
い
今
日
に
於
て
、
わ
ざ
わ
ざ
決
闘
罪
に
関
す
る
規
定
を
刑
法
中
に
規
定
す

る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
し
、
ま
た
別
の
個
所
で
は
「
決
闘
な
る
習
俗
は
古
来
我
国
に
存
在
し
な
か
つ
た
所
で
あ
る
ば

か
り
で
な
く
、
明
治
初
年
欧
米
よ
り
移
入
せ
ら
れ
て
一
時
隆
盛
を
来
た
さ
う
と
し
た
も
の
の
．
寛
に
発
達
を
遂
げ
な
い
で
仕
舞
つ
た
こ
と
は
周
知

の
通
り
で
あ
る
。
而
し
て
其
の
発
達
を
遂
げ
な
か
つ
た
こ
と
が
、
明
治
二
十
二
年
の
決
闘
罪
に
関
す
る
法
律
の
予
防
的
効
果
で
あ
つ
た
と
云
へ
ば

そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
同
法
律
が
決
闘
ら
し
い
決
闘
に
適
用
せ
ら
れ
た
こ
と
の
な
か
つ
た
こ
と
、
前
述
の
ご
と
く
で
あ
る
以
上
、
今
さ
ら
、
何
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

好
ん
で
決
闘
罪
に
関
す
る
規
定
を
刑
法
々
典
中
に
採
入
れ
ん
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
も
云
は
れ
て
い
る
。
前
の
所
見
と
、
後
の
所
見
と
で
は

多
少
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
違
が
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
草
野
氏
は
、
決
闘
罪
は
当
時
の
立
法
者
が
あ
り
も
し
な
い
「
決
闘
」
の
幻
に
お
び
え
て
制
定

し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
述
の
調
査
委
員
会
総
会
で
、
草
野
氏
が
「
此
の
決
闘
の
罪
と
云
ふ
も
の
は
『
決
闘
ハ
文
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ノ
華
ナ
リ
』
と
云
ふ
よ
う
な
思
想
か
ら
我
国
で
も
流
行
る
か
も
知
れ
な
い
と
云
ふ
杞
憂
か
ら
私
は
出
来
た
も
の
だ
と
思
ふ
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の

は
．
そ
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
．
私
は
、
草
野
氏
が
決
闘
罪
制
定
の
由
来
を
、
詳
し
く
理
解
さ
れ
た
上
で
、
そ
う
し
た
所
見
を
述
べ
ら
れ
た

も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
疑
間
を
も
つ
。
前
述
の
総
会
の
席
上
で
、
倉
元
要
一
委
員
が
「
日
本
の
果
合
ひ
と
云
ふ
も
の
を
見
て
…
…
此
の
決
闘
罪

と
云
ふ
も
の
を
御
規
定
に
な
つ
た
も
の
で
す
か
。
さ
う
云
ふ
所
か
ら
生
れ
て
来
た
規
定
で
あ
る
か
、
或
は
西
洋
の
一
定
の
形
式
を
備
へ
た
立
会
人

迄
持
へ
て
や
る
と
云
ふ
決
闘
、
そ
れ
を
標
準
に
し
て
そ
れ
を
予
想
し
て
出
来
た
規
定
で
あ
る
か
、
立
法
の
立
前
と
云
ふ
か
精
神
と
云
ふ
か
、
そ
れ

は
ど
う
な
ん
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
」
と
質
問
さ
れ
た
の
に
対
し
、
泉
二
新
熊
委
員
は
「
現
行
法
は
明
治
二
十
二
年
に
出
来
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す

が
、
其
の
時
の
社
会
情
勢
な
ど
は
ど
う
云
ふ
も
の
で
あ
り
ま
し
た
か
、
矢
張
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
の
決
闘
罪
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
必
要
に
迫
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

れ
て
居
る
や
う
な
事
情
で
あ
つ
て
専
ら
西
洋
風
の
決
闘
と
云
ふ
も
の
を
眼
中
に
置
い
た
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
今
薩
張
り
判
り
ま
せ
ぬ
」

と
答
え
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
み
る
と
、
当
時
、
刑
法
学
者
の
間
に
、
決
闘
罪
制
定
の
事
情
が
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
と
み
て
い

　
　
　
明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
　
　
（
一
六
一
）



　
　
　
明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
　
　
（
一
六
二
）

い
．
そ
れ
は
、
刑
法
学
者
に
、
そ
う
し
た
知
見
を
提
供
し
え
な
か
つ
た
近
代
法
制
史
学
の
立
ち
お
く
れ
と
も
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
に
お

い
て
も
、
決
闘
罪
制
定
事
情
を
考
察
し
た
論
考
は
、
私
の
知
る
限
り
で
は
み
あ
た
ら
な
い
。

　
凡
そ
、
一
つ
の
法
律
の
存
否
を
問
題
と
す
る
場
合
、
そ
の
法
律
の
制
定
事
情
を
十
分
に
理
解
し
、
そ
の
上
で
、
現
在
に
お
け
る
存
在
価
値
を
考

慮
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
本
稿
は
、
明
治
中
期
に
お
い
て
、
決
闘
罪
が
、
ど
の
よ
う
な
社
会
的
事
情
の
も
と
で
制
定
さ
れ

た
か
、
そ
の
使
命
は
何
で
あ
つ
た
か
、
な
ど
の
点
を
、
で
き
る
限
り
詳
し
く
検
討
、
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
浅
学
菲
才
、
資
料
の
蒐
集

も
十
分
で
な
い
建
に
未
熟
な
一
文
で
は
あ
る
が
、
決
闘
罪
の
存
否
、
変
貌
が
ふ
た
た
び
論
議
の
対
象
に
な
つ
て
い
る
現
在
、
な
に
ほ
ど
か
の
参
考

に
な
る
な
ら
ば
、
私
と
し
て
は
望
外
の
倖
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
刑
法
施
行
法
（
明
治
四
十
一
年
三
月
二
十
八
日
・
法
律
第
二
九
号
）
に
よ
つ
て
、
「
重
禁
鋼
」
が
「
懲
役
」
と
よ
み
か
え
ら
れ
る
ほ
か
は
（
第
二
条
）
、
す
べ
て
制
定
当
初
の
ま

　
　
ま
で
あ
る
。

　
（
2
）
　
さ
ら
に
さ
か
の
ぽ
れ
ば
、
現
行
刑
法
制
定
の
際
に
も
、
そ
れ
は
問
題
に
な
つ
た
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
明
治
四
十
年
二
月
二
十
三
日
、
衆
議
院
特
別
委
員
会
の
刑
法
草
案
審

　
　
議
に
お
い
て
花
井
卓
蔵
博
士
は
、
決
闘
罪
に
関
す
る
規
定
を
、
刑
法
典
中
に
採
り
入
れ
、
別
の
章
を
設
け
る
こ
と
を
主
張
し
、
九
項
目
の
私
案
を
提
出
さ
れ
た
。
次
の
通
り
で
あ
る

　
　
人
ヲ
殺
ス
ニ
足
ル
可
キ
兇
器
ヲ
以
テ
決
闘
ヲ
為
サ
ン
コ
ト
ヲ
挑
発
シ
又
ハ
其
挑
発
二
応
シ
タ
ル
者
ハ
六
月
以
下
ノ
禁
鋼
二
処
ス

　
　
決
闘
ヲ
挑
発
ス
ル
ニ
方
リ
其
一
方
ヲ
殺
ス
意
思
ナ
ル
コ
ト
ヲ
明
言
シ
又
ハ
其
方
法
ニ
ヨ
リ
其
意
思
ナ
ル
コ
ト
ヲ
明
カ
ナ
ル
ト
キ
ハ
ニ
年
以
下
ノ
禁
鯛
二
処
ス

　
　
決
闘
ヲ
挑
発
ス
ル
コ
ト
ノ
嘱
託
ヲ
承
諾
シ
又
ハ
其
通
知
ヲ
為
シ
タ
ル
者
（
決
闘
媒
介
者
）
ハ
六
月
以
下
ノ
禁
鋼
二
処
ス

　
　
決
闘
ノ
当
事
者
其
開
始
前
任
意
二
之
ヲ
中
止
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
挑
発
者
及
其
応
諾
者
並
二
決
闘
媒
介
者
二
対
シ
其
罪
ヲ
論
セ
ス

　
　
決
闘
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ
三
月
以
上
五
年
以
下
ノ
禁
鋼
二
処
ス
但
決
闘
ニ
ョ
リ
一
方
ヲ
死
二
致
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
ニ
年
以
上
ノ
禁
鋼
二
処
ス
其
決
闘
力
其
輔
方
ヲ
死
二
致
ス
ヘ
キ
モ

　
ノ
ナ
リ
シ
ト
キ
ハ
三
年
以
上
ノ
禁
鋸
二
処
ス

　
刑
二
処
ス
ル
ト
キ
ハ
此
限
二
非
ス

　
　
介
添
人
ナ
ク
シ
テ
決
闘
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ
各
本
則
ノ
ニ
分
ノ
一
ヲ
加
重
ス
但
十
五
年
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
　
誠
意
ヲ
以
テ
決
闘
ヲ
中
止
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ニ
尽
力
セ
ル
決
闘
媒
介
者
介
添
人
決
闘
二
立
会
ヒ
タ
ル
証
人
医
師
外
科
医
ハ
之
ヲ
罰
セ
ス

　
　
侮
辱
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ヲ
指
示
シ
又
ハ
侮
辱
セ
ラ
ン
タ
リ
ト
脅
迫
シ
テ
第
三
者
ト
決
闘
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
タ
メ
他
人
ヲ
煽
動
シ
タ
ル
者
ハ
決
闘
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ニ
於
テ
ハ
三
月
以

一二三四五六
　
故
意
二
決
闘
二
関
ス
ル
約
吏
又
ハ
慣
例
二
違
背
シ
其
一
方
ヲ
殺
シ
又
ハ
殴
傷
シ
タ
ル
者
ハ
殺
人
又
ハ
傷
害
ノ
各
本
条
二
照
シ
テ
処
断
ス
但
前
数
条
ノ
規
定
ニ
ョ
リ
之
ヨ
リ
重
キ

七八九上
五
年
以
下
ノ
禁
鋼
二
処
ス



　
　
未
整
理
の
草
案
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
正
規
の
決
闘
に
よ
る
殺
傷
を
、
普
通
の
殺
傷
よ
り
も
軽
く
罰
す
る
こ
と
を
主
旨
と
し
て
い
る
。
こ
の
提
案
は
、
賛
成
者
が
す
く
な
く
て
否

決
さ
れ
た
（
「
第
二
十
三
回
衆
議
院
特
別
委
員
会
会
議
録
」
・
「
刑
法
沿
革
総
覧
」
。
大
正
十
二
年
・
一
九
六
八
頁
ー
一
九
七
四
頁
参
照
）
。

　
　
そ
れ
を
不
満
と
す
る
花
井
博
士
は
、
同
年
、
「
決
闘
罪
論
」
（
法
学
新
報
第
一
七
巻
一
〇
号
・
明
治
四
十
年
十
一
月
・
三
五
頁
以
下
、
コ
号
・
同
年
十
二
月
・
九
頁
以
下
）
を
書

か
れ
、
さ
ら
に
三
年
後
に
も
、
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
文
の
「
決
闘
罪
の
規
定
に
就
て
」
（
刑
事
法
評
林
第
二
巻
二
号
・
明
治
四
十
三
年
二
月
・
五
頁
以
下
．
三
号
・
同
年
三
月
・
二

〇
頁
以
下
）
を
発
表
さ
れ
、
決
闘
罪
を
独
立
の
章
と
し
て
刑
法
典
中
に
入
れ
る
こ
と
を
強
く
世
論
に
訴
え
ら
れ
て
い
る
。
博
士
は
「
決
闘
は
－
…
極
め
て
高
尚
な
る
犯
罪
で
あ
つ

て
此
犯
罪
こ
そ
寧
ろ
国
の
元
気
と
も
謂
つ
べ
ぎ
も
の
」
で
「
卑
む
べ
き
犯
罪
と
同
視
し
て
重
き
刑
罰
を
科
す
る
必
要
は
な
い
」
「
僕
は
文
明
の
花
と
云
ふ
説
に
賛
成
で
あ
る
」
（
前

掲
決
闘
罪
論
・
法
学
志
林
第
一
せ
巻
二
号
・
一
〇
頁
－
二
頁
）
と
の
立
場
を
採
ら
れ
、
ま
た
刑
法
典
中
に
決
闘
罪
を
入
れ
る
理
由
に
つ
い
て
、
博
士
は
「
刑
事
法
の
性
質
を
有

す
る
単
行
法
律
を
蒐
輯
整
理
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
法
典
編
纂
の
一
の
理
由
と
も
な
る
べ
ぎ
こ
と
」
（
前
掲
論
文
、
前
掲
雑
誌
・
一
二
号
・
三
五
頁
－
三
六
頁
）
と
、
云
つ
て
お
ら

　れる。

（
3
）
　
久
礼
田
益
喜
「
改
正
刑
法
仮
案
註
釈
」
・
法
律
時
報
第
三
二
巻
八
号
（
昭
和
三
十
五
年
Y
三
九
三
頁
。

（
4
）
準
備
草
案
は
、
「
改
正
刑
法
準
備
草
案
」
（
刑
法
改
正
準
備
会
・
昭
和
三
十
六
年
）
・
六
三
頁
、
A
・
B
案
及
び
別
案
は
、
「
法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
・
小
委
員
会
参
考
案

　
（
第
一
次
案
）
」
（
法
務
省
刑
事
局
・
昭
和
四
十
五
年
）
・
八
五
頁
ー
八
六
頁
に
よ
る
。

　　　ハハ98765）））））
蔵
博
士
が
、

事
は
、

（
1
0
）

前
掲
小
委
員
会
参
考
案
・
八
五
頁
。

「
法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
第
五
小
委
員
会
議
事
要
録
（
三
）
」
（
法
務
省
・
昭
和
四
十
一
年
）
・
二
四
七
頁
。

「
刑
法
並
び
に
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
議
事
速
記
録
」
・
法
務
資
料
別
冊
第
二
三
号
（
昭
和
三
十
二
年
）
・
三
七
五
頁
以
下
参
照
。

草
野
豹
一
郎
「
決
闘
罪
に
対
す
る
立
法
的
考
察
」
・
法
律
新
報
第
五
五
五
号
（
昭
和
十
四
年
）
・
一
〇
頁
、
一
一
頁
．

前
掲
調
査
委
員
会
議
事
速
記
録
・
三
八
二
頁
。
草
野
氏
が
、
後
ち
に
本
文
で
述
べ
る
光
妙
寺
三
郎
の
「
決
闘
は
文
明
の
華
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、

　
　
　
昭
和
三
年
に
刑
法
並
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
へ
提
供
さ
れ
た
決
闘
罪
に
関
す
る
資
料
に
よ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
資
料
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
そ
の
前
年
の
六
月
以
降
、
同
委
員
会
の
幹
事
で
あ
つ
た
（
「
司
法
沿
革
誌
」
・
昭
和
十
四
年
・
四
一
〇
頁
）
．

前
掲
調
査
委
員
会
議
事
速
記
録
・
三
八
一
頁
。

花
井
卓

草
野
判

二
　
明
治
十
五
年
刑
法
編
纂
過
程
に
お
け
る
決
闘
罪
と
、

そ
の
施
行
後
の
修
正
案
に
あ
ら
わ
れ
た
決
闘
罪

明
治
二
十
二
年
、
「
決
闘
罪
二
関
ス
ル
件
」
の
法
律
が
制
定
さ
れ
た
の
は
、
前
に
も
一
言
し
た
ご
と
く
．
明
治
十
五
年
刑
法
に
、
そ
の
規
定
を
欠

明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
一
）

七

（
一
山
ハ
一
二
）



　
　
　
明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
　
　
（
一
六
四
）

い
て
い
た
た
め
で
あ
る
．
し
か
し
、
同
法
典
の
編
纂
過
程
に
お
い
て
は
、
一
時
、
決
闘
罪
の
規
定
が
考
慮
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
同
法
施

行
直
后
に
編
纂
さ
れ
た
改
正
案
の
中
に
も
、
そ
れ
に
関
す
る
規
定
を
有
し
た
も
の
も
あ
つ
た
。

　
周
知
の
ご
と
く
、
明
治
十
五
年
刑
法
は
、
明
治
八
年
九
月
以
降
、
司
法
省
内
に
お
い
て
御
雇
外
人
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
を
中
心
と
し
て
編
纂
が
始
め

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
初
期
の
草
案
中
に
は
、
決
闘
罪
の
規
定
が
存
在
し
て
い
た
。
草
案
を
起
草
し
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
そ
の
事
情
を
次
の

　
　
　
　
　
　
（
2
）

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
日
本
帝
国
二
於
テ
始
メ
テ
刑
法
草
案
ヲ
起
稿
ス
ル
ノ
日
二
当
リ
、
起
草
者
ハ
殊
二
決
闘
罪
ノ
一
節
ヲ
設
ケ
テ
、
以
テ
刑
法
草
案
第
三
巻
第
一
章
第
三
節
二
掲
ケ

　
タ
リ
。
之
ヲ
掲
グ
ル
ノ
前
二
当
リ
、
或
ハ
之
ヲ
設
ク
可
シ
ト
云
ヒ
、
或
ハ
之
ヲ
設
ク
可
ラ
ズ
ト
云
ヒ
、
衆
議
紛
々
タ
リ
シ
ガ
、
遂
二
仮
リ
ニ
草
案
二
記
載
ス
ル
コ

ト
ト
ナ
レ
リ
。
然
ル
ニ
其
後
元
老
院
二
提
出
ス
ル
ノ
日
二
至
リ
テ
編
纂
委
員
ハ
今
日
、
日
本
二
此
条
令
ヲ
設
ク
ル
ノ
不
適
当
ナ
ル
ヲ
認
メ
、
断
然
之
ヲ
剛
除
シ

　テ．

遂
二
今
日
日
本
ノ
刑
法
典
中
二
其
痕
跡
ヲ
止
メ
ザ
ル
ニ
至
レ
リ
（
飼
蹴
漁
御
時
薇
ド
似
軒
ず
闘
胎
）

　
こ
の
「
元
老
院
二
提
出
ス
ル
ノ
日
二
」
「
制
除
」
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
明
治
十
年
十
一
月
、
司
法
省
か
ら
「
日
本
刑
法
草
案
」
（
全
四
七
八
条
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

が
、
政
府
へ
上
呈
さ
れ
、
政
府
は
翌
月
、
元
老
院
内
に
設
け
た
刑
法
草
案
審
査
局
に
、
そ
の
草
案
の
審
査
を
命
じ
た
か
ら
、
こ
の
「
日
本
刑
法
草

案
」
成
稿
以
前
の
段
階
で
、
決
闘
罪
の
一
節
は
、
草
案
か
ら
除
か
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
「
日
本
刑
法
草
案
」
に
も
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

し
て
ま
た
、
そ
の
原
型
と
思
わ
れ
る
「
日
本
刑
法
草
案
直
訳
」
（
全
四
七
九
条
）
に
も
、
決
闘
罪
の
規
定
は
な
い
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
別
の
機
会

に
「
本
案
に
於
テ
ハ
（
刑
法
草
案
を
指
す
1
手
塚
註
）
果
合
二
関
ス
ル
一
節
ヲ
起
草
シ
タ
リ
シ
カ
、
是
レ
ハ
至
当
二
此
事
項
ヲ
規
定
ス
ル
ノ
難
キ
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

因
ル
ニ
非
ル
モ
、
少
ク
モ
果
合
ハ
殊
二
現
時
二
至
テ
ハ
本
邦
ノ
風
習
二
非
ル
ノ
故
ヲ
以
テ
、
直
二
冊
除
セ
ラ
レ
タ
リ
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
別
の
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

会
に
「
決
闘
之
章
…
…
該
章
タ
ル
ヤ
、
第
二
読
國
ノ
際
、
廃
案
二
属
ス
ル
ヲ
以
テ
、
初
次
ノ
印
行
ニ
ス
ラ
猶
之
ヲ
附
セ
サ
リ
シ
モ
ノ
ナ
リ
』
と

も
述
べ
て
い
る
か
ら
、
草
案
起
草
の
き
わ
め
て
初
期
の
段
階
に
、
決
闘
罪
の
規
定
は
、
草
案
か
ら
取
り
除
か
れ
た
も
の
と
み
て
い
い
。
と
す
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ

ば
、
前
に
述
べ
た
「
元
老
院
へ
提
出
ス
ル
ノ
日
二
至
リ
テ
」
「
欄
除
」
と
い
う
の
は
、
元
老
院
審
査
局
へ
提
出
の
直
前
で
は
な
く
，
そ
れ
以
前
と
い



う
意
味
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
し
か
し
、
私
は
、
前
に
述
べ
た
十
年
十
一
月
の
「
日
本
刑
法
草
案
」
以
前
の
草
案
中
に
、
決
闘
罪
の
規
定
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
も
の
を
、
残

念
な
が
ら
ま
だ
見
出
し
え
な
い
．

「
日
本
刑
法
草
案
」
は
、
刑
法
草
案
審
査
局
の
審
査
を
経
て
「
刑
法
審
査
修
正
案
」
（
全
四
三
〇
条
）
に
改
変
さ
れ
、
元
老
院
の
審
議
を
経
て
、
十

三
年
七
月
十
七
日
太
政
官
布
告
第
三
六
号
で
公
布
、
十
五
年
一
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
。
明
治
十
五
年
刑
法
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
「
旧
刑
法
」

で
あ
る
。

　
こ
の
刑
法
典
は
施
行
直
後
か
ら
、
司
法
省
内
で
す
で
に
早
く
改
正
の
議
が
起
り
、
数
種
の
草
案
が
作
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
は
参
事
院
へ
引
き
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

が
れ
．
草
案
が
編
纂
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
草
案
中
に
、
決
闘
罪
の
節
が
設
け
ら
れ
た
も
の
は
み
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ド
が
政
府
の
命
を
う
け
て
起
稿
し
た
「
日
本
帝
国
改
正
刑
法
草
案
」
（
膨
。
誇
8
實
写
。
憲
誌
く
蓉
8
留
忌
邑
宕
ξ
H
．
①
暑
ぎ
身
『
碧
導
」
。。
。
。
①
）
中

に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
改
正
草
案
（
全
五
七
六
条
）
の
中
に
は
、
決
闘
罪
の
規
定
十
ニ
カ
条
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
詳
し
い
注
釈
も
附
さ
れ
て
い
る
。

ポ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
明
治
十
五
年
刑
法
編
纂
中
果
し
え
な
か
つ
た
決
闘
罪
の
規
定
の
復
活
を
当
然
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
次
の
通

り
で
あ
る
．

前
註
（
1
）
　
ポ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
前
掲
仏
文
刑
法
草
案
は
、
司
法
省
か
ら
「
醜
訳
校
正
・
刊
法
草
案
註
釈
」
上
下
二
柵
と
し
て
日
本
文
で
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
改
正
草
案

　
は
．
通
し
条
数
が
附
さ
れ
て
い
な
い
。
上
段
は
そ
の
条
文
で
あ
る
（
前
掲
書
・
下
巻
・
三
八
八
頁
以
下
）
。

（
2
）
　
前
掲
「
刑
法
草
案
註
釈
」
刊
行
前
、
ボ
ア
ソ
ナ
；
ド
の
原
著
よ
り
条
文
だ
け
を
抜
き
出
し
、
通
し
条
数
を
附
し
、
　
一
応
仮
訳
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
、

　
「
日
本
刑
法
草
案
」
（
明
治
十
八
年
）
で
あ
り
、
中
段
は
、
そ
の
条
文
で
あ
る
（
二
九
一
頁
以
下
）
。

（
3
）
　
前
二
者
と
は
別
に
、
法
務
省
所
蔵
「
仏
文
日
本
刑
法
改
正
案
第
二
編
以
下
反
訳
」
（
筆
写
本
、
第
二
編
第
一
四
一
条
以
下
第
五
五
六
条
ま
で
完
）
が
あ
る
。

　
こ
の
内
容
は
、
前
の
改
正
案
よ
り
も
、
は
る
か
に
明
治
十
五
年
刑
法
に
近
い
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
、
前
の
改
正
案
を
さ
ら
に
修
正
し
、
妥
協
案
を
別
に
作
成
し

　
　
明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
　
　
（
一
六
五
）



　
明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
輔
考
察
（
噸
）

た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
な
お
疑
問
が
多
い
．
こ
の
中
の
第
三
編
第
一
章
第
四
節
に
決
闘
罪
が
あ
る
。

る
と
し
て
．
と
も
か
く
、
当
時
作
成
さ
れ
た
決
闘
罪
の
別
案
と
思
わ
れ
る
の
で
、
下
段
に
そ
れ
を
掲
げ
た
．

こ
の
草
案
が
．

　
噌
O
　
　
　
　
（
叫
山
ハ
由
ハ
）

い
か
な
る
も
の
か
は
後
考
に
ゆ
ず

第 第

ヲ挑ニノ難　ト擾然告モ右諺ル又刑タ　シ若一一
以擾条　ト トキヲ　レ訴ノニ　’コ決ニルテシ条
テ　シ スモハ為　トア　・個軽　ト闘処者公ク　　第
挑タ死
ミ　ル　ニ

タ者致
ノレ　ハ　ス

最縦シモラ外ノ蔑ヲ　ヲスハ然ハ決三

ト其可 訴二諺受起凌於者ル若　　ニ　　ェ為サ
ヲ　自キ ヲ之ヲ　ケ訴辱テハカ　シ　　記認サシ決窒
問ラ器 受　レ招タ　ヲ　ヲハ同為ク　　載諺テシム闘元
ハ挑械 理ヲ　キル為受次刑メ　ハ　　シ　’ルムルノ
ス　　ミ　ヲ

十タ以
五ルデ
日　ト決

已代闘 ル　リナニ　　人ス加ヲ認　　擾ζ為予以

上人ヲ モ　ト　ル挑　　　ノ　ル　フ　趨ス　　　ノンシ見テ

第 第

以掻四在取自但ヲ人ノ　前　ト　ヲ若ニ　タ　トル三
テシ百ラ消ラ　シ得ヨ　ヲニキ拒シ処ルヲ　ノ百
挑タ条スス諌諜ス　リ除箇ハ　ミ決ス者予目九第
こ　ノレ　（

タ者笙 ト諺諺　　告ク　ノ　同タ闘　　ハ知的十三錐ヲ　ヲ　　訴ノ　場一ルヲ　　次シヲ九節
ノレ　ノ、　一

ト其き
ヲ　自

問ラ兇
ハ挑器
ス　　ミ　ヲ

モ招受　　ス外合ノ　者促　　条テ以条ノ
萎婁多　蟻褒型萎影　譲麹二
誓綜鰻亥奪篤異撃誕蓄錨1
受キ人　　サ辱次ヲ冨之　　タ諺ハ

十タ以 理ハ挑　　　レヲ条加　’ヲ　　ル　’決決
五ルテ
日　ト決

以代闘
上人ヲ 限之シ　　スルル　　タ　コ　　ノソ為ル擾
三ヲ挑 ニ　ヲテ　　ル本モ　　ル　ト　　刑シコ　ス

　　　　第　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第
ハ・挑・五殺三取・ト但レモ前ル絶サ決条知的三
検擾・等ス百下・キシハノニ者シル闘ニ　シヲ百
察ノ・ノ　ニ八ケ・ハ被訴ヲ条ハタ　ニノ記テ以八第
官継・無武・十タ告害追除ノ　同ル依申載侮テ十四
ハ続・役器・八ル訴者スキ場刑ニ　リ入ス辱又七節
前ス・禁ヲ・条　トスニル被合二依又ニル又ハ条
条ノい鋼以・　キル於コ害二一リハ対挑ハ単　　決
ニ　コ・及テ・自　モモテ　ト者於等公之シ擾凌二決闘
規　ト・同決・己訴又自　ヲ　ノ　テヲ　ニ　ヲ承ノ辱其闘ノ
定ヲ・等闘・又追ハラ得告ハ加侮承諾刑ヲ結ノ　罪
ス　目・ノ　ヲ・ハス被・挑ス訴次へ辱諾スニ為果挑
ル的・罰挑・代ル害・擾　　ア条テ又スル従シノ擾
侮ト・金ミ・人ヲ者・ヲ　　ルニ之ハルコヒタ生ヲ
辱ス・ニタニ得力・為　　二規ヲ軽コ　ト之ルス招
罪ル・処ルテス告・シ　　ア定処悔　トヲ　ヲ者ルク
ノ　ト・ス者人 訴・タ　　ラ　スス　シヲ答処ハ　ヲ　ノ
訴キ・ ハヲ　　ヲ・ル　　サル　　タ拒ヘス次予目



　
三
月
已
下
ノ
重
禁
鋼
及
ヒ
五
円
已
上
三
十
円

　
已
下
ノ
罰
金
二
処
ス

若
シ
前
条
二
予
定
シ
タ
ル
諜
諺
ヲ
為
セ
シ
モ

　
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
第
百
十
二
条
第
ニ
ニ
定
メ
タ

　
ル
限
度
二
従
ヒ
本
刑
二
諌
諺
ノ
刑
ヲ
併
セ
科

　
ス検
察
官
挑
擾
罪
二
付
キ
起
訴
シ
タ
ル
ト
キ
ハ

尚
ホ
同
時
二
譲
諺
罪
二
付
テ
モ
起
訴
ス
可
キ

　
モ
ノ
ト
ス

　
挑
擾
者
捜
査
二
先
タ
チ
決
闘
ヲ
為
サ
・
ル
可

　
キ
旨
ヲ
無
報
ニ
テ
承
諾
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
挑

　
擾
ノ
刑
ヲ
免
ス

　
然
レ
ト
モ
挑
擾
者
ノ
決
闘
ヲ
放
棄
シ
タ
ル
ハ

　
報
酬
ト
シ
テ
金
額
、
有
価
物
若
シ
ク
ハ
其
他

　
金
銭
ヲ
以
テ
算
定
ス
可
キ
利
益
交
付
ノ
約
東

　
又
ハ
其
釈
放
ヲ
得
有
セ
ン
ト
ノ
目
的
二
出
テ

　
シ
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
挑
擬
ノ
本
刑
二
処
ス

　
但
シ
其
此
利
益
ヲ
得
有
セ
ソ
カ
為
メ
決
闘
ヲ

　
挑
擾
シ
タ
ル
ト
キ
強
取
ノ
最
重
刑
二
処
ス
ル

　
ヲ
妨
ケ
ス

第
三
条
劒
、
刀
若
シ
ク
ハ
拳
銃
ヲ
以
テ
決
闘

　
シ
互
ヒ
ニ
負
傷
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
蔓
方
共
二
一

　
月
已
上
六
月
已
下
ノ
重
禁
鋼
及
ヒ
十
円
已
上

　
六
十
円
已
下
ノ
罰
金
二
処
ス

　
明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
一
）

　
月
以
下
ノ
重
禁
鋼
及
ヒ
五
円
以
上
三
十
円
以

　
下
ノ
罰
金
二
処
ス

　
若
シ
前
条
二
記
載
シ
タ
ル
講
議
ヲ
為
セ
シ
モ

　
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
第
百
十
二
条
ノ
ニ
ニ
掲
ク
ル

　
程
度
二
従
ヒ
本
刑
二
諌
諺
ノ
刑
ヲ
併
セ
科
ス

　
検
察
官
挑
擾
ノ
罪
二
付
キ
起
訴
ス
ル
ト
キ
ハ

　
尚
ホ
其
諌
諺
ノ
罪
二
付
テ
モ
起
訴
ス
ヘ
キ
モ

　
ノ
ト
ス

　
挑
擾
者
起
訴
二
先
チ
テ
決
闘
ヲ
為
サ
・
ル
可

　
キ
ヲ
報
酬
ヲ
受
ケ
ス
シ
テ
承
諾
シ
タ
ル
ト
キ

　
ハ
其
挑
擾
ノ
刑
ヲ
免
ス

　
然
レ
ト
モ
挑
擾
者
金
額
、
有
価
物
其
他
金
額

　
二
見
積
ル
ヲ
得
可
キ
利
益
ノ
交
付
又
ハ
約
束

　
ヲ
以
テ
決
闘
ヲ
拗
棄
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
循
ホ
其

　
刑
ヲ
科
ス
但
シ
強
テ
此
利
益
ヲ
得
ン
カ
為
メ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヱ
ク
ス
ト
ル
シ
ロ
ン

　
決
闘
ヲ
挑
擾
シ
タ
ル
ト
キ
虐
　
取
ノ
最
重

　
刑
二
処
ス
ル
ヲ
妨
ケ
ス

第
四
百
一
条
（
第
三
条
）
　
劒
刀
若
シ
ク
ハ
拳
銃

　
ヲ
以
テ
決
闘
シ
互
二
負
傷
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
双

　
方
共
一
二
月
以
上
六
月
以
下
ノ
重
禁
鋼
及
ヒ

　
十
円
以
上
六
十
円
以
下
ノ
罰
金
二
処
ス

　
本
刑
ハ
前
二
条
二
記
載
シ
タ
ル
挑
擾
及
ヒ
議

　
諺
ノ
刑
ト
混
同
セ
ラ
ル
・
モ
ノ
ト
ス

　
追
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
得

　
訴
追
前
二
挑
擾
者
二
於
テ
無
報
酬
コ
テ
決
闘

　
ヲ
犯
サ
・
ル
コ
ト
ニ
決
定
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之

　
二
挑
擾
ノ
刑
ヲ
適
用
セ
ス

第
三
百
八
十
九
条
　
刀
剣
又
ハ
短
銃
ニ
テ
闘
争

　
ヲ
為
ツ
タ
ル
ト
キ
ハ
創
傷
ヲ
蒙
ラ
シ
メ
サ
ル

　
モ
各
闘
争
者
ハ
四
等
ノ
無
役
禁
鋼
及
四
等
ノ

　
罰
金
二
処
セ
ラ
ル
ヘ
シ

　
然
レ
ト
モ
兇
器
ヲ
使
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
拒
ミ
又

　
ハ
敵
ノ
侵
撃
ヲ
避
ク
ル
為
ニ
ノ
ミ
兇
器
ヲ
使

　
用
シ
タ
ル
者
ハ
其
罪
ヲ
論
セ
ス
但
侮
辱
ノ
刑

　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
又
ハ
挑
擾
ノ
刑
二
刑
二
処
ス
ル
ノ
妨
ナ
シ

第
三
百
九
十
条
　
若
シ
闘
争
二
因
リ
テ
創
傷
ヲ

　
蒙
ラ
シ
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
三
等
又
ハ
四
等
ノ
無

　
役
禁
鋼
及
同
等
ノ
罰
金
二
処
ス

　
右
創
傷
ニ
シ
テ
身
体
上
ノ
廃
疾
ヲ
来
ス
ト
キ

　
ハ
ニ
等
又
ハ
三
等
ノ
禁
鋼
及
同
等
ノ
罰
金
二

　
処
ス

第
三
百
九
十
一
条
　
創
傷
ニ
ヨ
リ
死
ヲ
致
シ
タ

　
ル
ト
キ
ハ
四
等
又
ハ
五
等
ノ
有
期
禁
獄
二
処

　
ス
第
三
百
九
十
二
条
　
左
記
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
各

　
闘
争
者
二
対
シ
第
三
百
八
十
九
条
二
規
定
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
　
　
　
　
（
｝
山
ハ
七
）



　
明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
一
）

　
本
刑
ハ
前
諸
条
二
予
定
シ
タ
ル
挑
擾
及
ヒ
議

　
諺
ノ
刑
ト
混
同
セ
ラ
ル
・
モ
ノ
ト
ス

　
然
レ
ト
モ
故
意
ヲ
以
テ
器
械
ノ
使
用
ヲ
止
メ

　
又
ハ
其
之
レ
ヲ
使
用
シ
タ
ル
ハ
只
対
手
人
ノ

　
殴
打
ヲ
防
支
ス
ル
ニ
過
キ
サ
リ
シ
モ
ノ
ナ
ル

　
ト
キ
ハ
決
闘
ノ
本
刑
ヲ
免
ス
但
シ
其
本
人
諌

　
諺
若
シ
ク
ハ
挑
擾
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
其
本
刑

　
二
処
ス
ル
ハ
格
別
ナ
リ
ト
ス

第
四
条
決
闘
二
依
リ
テ
軽
傷
ヲ
生
シ
僅
カ
ニ

　
ニ
十
日
已
内
ノ
廃
業
二
致
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其

　
創
傷
ヲ
加
ヘ
タ
ル
一
方
又
ハ
隻
方
ノ
者
ハ
ニ

　
月
已
上
一
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
及
ヒ
ニ
十
円
已

　
上
百
円
已
下
ノ
罰
金
二
処
ス

　
又
創
傷
二
依
リ
テ
ニ
十
日
又
ハ
其
已
上
ノ
廃

　
業
二
致
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
三
月
已
上
十
八
月
已

　
下
ノ
重
禁
鋼
二
十
五
円
已
上
百
五
十
円
已
下

　
ノ
罰
金
二
処
ス

　
又
創
傷
二
依
リ
テ
不
治
ノ
症
ト
認
定
ス
可
キ

　
痩
疾
呂
致
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
六
月
已
上
三
年
已

　
下
ノ
重
禁
鋼
及
ヒ
五
十
円
已
上
五
百
円
已
下

　
ノ
罰
金
二
処
ス

第
五
条
　
決
闘
前
ヨ
リ
死
二
致
ス
ノ
意
思
ナ
ク

　
シ
テ
創
傷
二
依
リ
テ
死
二
致
シ
タ
ル
者
ハ
一

　
但
シ
自
ラ
武
器
ノ
使
用
ヲ
止
メ
又
ハ
之
ヲ
使

　
用
シ
タ
ル
モ
敵
手
ノ
殴
打
ヲ
防
支
ス
ル
ニ
過

　
キ
サ
リ
シ
ト
キ
ハ
決
闘
ノ
本
刑
ヲ
免
ス
其
本

　
人
諌
諺
若
ク
ハ
挑
擾
ヲ
為
シ
タ
ル
ニ
依
リ
之

　
力
刑
ヲ
科
ス
ル
ハ
格
段
ナ
リ
ト
ス

第
四
百
二
条
（
第
四
条
）
　
決
闘
二
依
テ
軽
傷
ヲ

　
生
シ
ニ
十
日
以
内
ノ
休
業
二
至
ラ
シ
メ
タ
ル

　
ト
キ
ハ
其
創
傷
ヲ
加
ヘ
タ
ル
一
方
又
ハ
双
方

　
ノ
者
ハ
ニ
月
以
上
一
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
及
ヒ

　
ニ
十
円
以
上
百
円
以
下
ノ
罰
金
二
処
ス

　
又
創
傷
二
依
テ
ニ
十
日
以
上
ノ
休
業
二
至
ラ

　
シ
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
三
月
以
上
十
八
月
以
下
ノ

　
重
禁
鋼
二
十
五
円
以
上
百
五
十
円
以
下
ノ
罰

　
金
二
処
ス

　
又
創
傷
二
依
テ
不
治
ノ
症
ト
認
メ
ラ
レ
タ
ル

　
終
身
ノ
痩
疾
二
致
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
六
月
以
上

　
三
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
及
ヒ
五
十
円
以
上
五
百

　
円
以
下
ノ
罰
金
二
処
ス

第
四
百
三
条
（
第
五
条
）
　
決
闘
前
ヨ
リ
死
二
致

　
ス
ノ
意
ナ
ク
シ
テ
創
傷
二
依
テ
人
ヲ
殺
シ
タ

　
ル
者
ハ
一
年
以
上
四
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
及
ヒ

　
（
ま
ま
）

　
五
十
円
以
上
三
百
円
以
下
ノ
罰
金
二
処
ス

　
決
闘
前
ヨ
リ
死
二
致
ス
ノ
意
ア
リ
タ
ル
ノ
証

一
二

（
一
六
八
）

　
タ
ル
刑
一
二
等
ヲ
加
フ

第
一
　
若
シ
証
人
ヲ
立
テ
ス
シ
テ
闘
争
ヲ
為

　
　
シ
タ
ル
ト
キ

第
二
　
第
三
百
八
十
九
条
二
記
載
シ
タ
ル
以

　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
外
ノ
兇
器
ヲ
用
ヘ
テ
闘
争
ヲ
為
シ
タ
ル
ト

　
　
キ
第
三
　
短
銃
ヲ
以
テ
決
闘
ス
ル
場
合
二
於
テ

　
　
闘
争
者
相
互
二
其
弾
丸
ノ
達
ス
ル
距
離
ノ

　
　
半
分
以
内
二
在
リ
テ
闘
争
ヲ
為
シ
タ
ル
ト

　
　
キ

左
記
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
闘
争
者
ノ
一
人
ノ
、
、
、

　
二
対
シ
テ
一
等
ヲ
加
フ

第
一
　
闘
争
者
ノ
一
人
ノ
、
・
・
証
人
ノ
帯
助
ヲ

　
　
得
タ
ル
ト
キ

第
二
　
抽
籔
二
依
リ
己
ノ
対
手
人
ノ
兇
器
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
リ
利
益
ナ
ル
兇
器
ヲ
用
ヘ
タ
ル
ト
キ

　
第
三
　
同
日
同
原
因
二
付
キ
己
ノ
対
手
人
ヲ

　
　
挑
ミ
テ
更
二
第
ニ
ノ
闘
争
ヲ
為
シ
タ
ル
ト

　
　
キ

　
第
四
　
決
闘
ヲ
挑
擾
シ
又
ハ
挑
擾
セ
ラ
レ
タ

　
　
ル
者
ノ
男
兄
弟
若
ク
ハ
従
兄
弟
ニ
ア
ラ
ス

　
　
シ
テ
代
リ
テ
闘
争
シ
タ
ル
者

第
三
百
九
十
三
条
前
条
二
規
定
シ
タ
ル
不
正



　
年
已
上
四
年
已
下
ノ
重
禁
鋼
及
ヒ
百
円
已
上

　
三
百
円
已
下
ノ
罰
金
二
処
ス

　
決
闘
前
ヨ
リ
死
二
致
ス
ノ
意
思
ア
リ
タ
ル
ノ

　
証
判
明
ナ
ル
者
ハ
ニ
年
巳
上
五
年
巳
下
ノ
重

　
禁
鋼
及
ヒ
ニ
百
円
已
上
五
百
円
已
下
ノ
罰
金

　
二
処
ス

第
六
条
潔
白
ノ
決
闘
二
於
テ
ハ
其
最
初
ノ
犯

　
罪
ニ
テ
受
ケ
タ
ル
刑
ノ
如
何
ヲ
間
ハ
ス
同
年

　
内
更
ラ
ニ
同
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ニ
ア
ラ
サ
レ

　
ハ
再
犯
ト
シ
テ
其
罪
ヲ
加
重
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
ス
第
七
条
左
二
列
叙
ス
ル
意
外
ノ
原
由
二
依
リ

　
テ
其
決
闘
ヲ
停
止
シ
タ
ル
決
闘
者
双
方
二
対

　
シ
テ
第
三
条
二
記
載
セ
シ
刑
一
二
等
ヲ
加
フ

　
第
一
証
人
ナ
ク
シ
テ
決
闘
ヲ
為
シ
タ
ル
時

　
第
二
　
使
用
シ
タ
ル
器
械
第
三
条
二
指
定
シ

　
　
タ
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
ル
時

　
第
三
　
決
闘
者
ノ
一
人
死
二
至
ル
迄
戦
フ
可

　
　
キ
モ
ノ
ナ
ル
時

　
第
四
拳
銃
ヲ
以
テ
決
闘
ヲ
為
シ
タ
ル
ニ
決

　
　
闘
者
双
方
間
ノ
距
離
其
拳
銃
弾
度
ノ
半
ハ

　
　
ニ
達
セ
サ
ル
時

　
左
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
決
闘
者
ノ
一
人
二
限
リ

　
明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
一
）

　
拠
判
然
タ
ル
者
ハ
ニ
年
以
上
五
年
以
下
ノ
重

　
禁
鋼
及
ヒ
ニ
百
円
以
上
五
百
円
以
下
ノ
罰
金

　
二
処
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ワ
イ
ヤ
レ
ル

第
四
百
四
条
（
第
六
条
）
　
正
当
ノ
決
闘
二
関

　
シ
テ
ハ
初
犯
ノ
刑
ノ
如
何
ヲ
問
ハ
ス
同
年
内

　
再
ヒ
同
一
ノ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ニ
ア
ラ
サ
レ

　
ハ
再
犯
加
重
ノ
例
ヲ
適
用
セ
ス

第
四
百
五
条
（
第
七
条
）
　
左
二
記
載
ス
ル
意
外

　
ノ
原
由
二
依
テ
其
決
闘
ヲ
中
止
シ
タ
ル
者
二

　
対
シ
テ
ハ
双
方
共
二
第
三
条
ノ
刑
二
一
等
ヲ

　
加
フ

　
第
一
証
人
ナ
ク
シ
テ
決
闘
ヲ
為
シ
タ
ル
時

　
第
二
　
使
用
シ
タ
ル
武
器
第
三
条
二
指
定
シ

　
　
タ
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
ル
時

　
第
三
　
決
闘
者
ノ
一
人
死
二
至
ル
迄
戦
闘
ヲ

　
　
続
ケ
タ
ル
時

　
第
四
　
拳
銃
ヲ
以
テ
決
闘
ヲ
為
ス
ニ
当
リ
決

　
　
闘
者
双
方
間
ノ
距
離
其
弾
程
ノ
半
ハ
ニ
達

　
　
セ
サ
ル
時

　
左
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
決
闘
者
ノ
一
人
二
限
リ

　
其
本
刑
二
一
等
ヲ
加
フ

　
第
一
決
闘
者
ノ
一
人
証
人
ヲ
シ
テ
臨
場
セ

　
シ
メ
タ
ル
ト
キ

　
式
ノ
決
闘
二
於
テ
闘
争
者
ノ
一
人
二
対
シ
テ

　
死
不
具
若
ク
ハ
創
傷
ヲ
生
セ
シ
メ
タ
ル
ト
キ

　
ハ
通
常
ノ
故
意
ノ
殺
人
創
傷
又
ハ
殴
打
ノ
刑

　
ヲ
適
用
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
若
シ
己
ノ
対
手
人
二
於
テ
兇
器
ヲ
失
へ
創
傷

　
ヲ
受
ケ
若
ク
ハ
明
カ
ニ
闘
争
ノ
継
続
ヲ
停
止

　
ス
ル
有
様
二
在
ル
ト
キ
又
ハ
証
人
二
於
テ
闘

　
争
ヲ
停
止
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
命
シ
タ
ル
後
之
ヲ

　
侵
撃
シ
タ
ル
場
合
ハ
亦
前
項
ノ
例
二
依
ル

第
三
百
九
十
四
条
　
罪
ト
為
ル
ヘ
キ
方
法
二
依

　
リ
対
手
人
ノ
一
方
若
ク
ハ
他
方
二
対
シ
正
式

　
若
ク
ハ
不
正
式
ノ
決
闘
ヲ
為
ス
コ
ト
又
ハ
単

　
二
第
三
百
八
十
七
条
及
第
三
百
八
十
八
条
二

　
（
ま
ま
）

　
起
定
シ
タ
ル
挑
擾
若
ク
ハ
侮
辱
ヲ
為
ス
コ
ト

　
ヲ
勧
励
シ
若
ク
ハ
決
心
セ
シ
メ
タ
ル
者
ハ
若

　
シ
加
重
ノ
原
因
ヲ
知
リ
又
ハ
予
知
シ
得
ヘ
キ

　
ト
キ
ハ
重
刑
ヲ
受
ク
ヘ
キ
対
手
人
ノ
一
人
ト

　
シ
テ
之
ヲ
所
断
ス

第
三
百
九
十
五
条
決
闘
ノ
証
人
ニ
シ
テ
第
三

　
　
　
　
　
　
（
ま
拠
）

　
百
九
十
二
条
二
起
定
シ
タ
ル
不
正
式
ノ
決
闘

　
二
於
テ
闘
争
者
ヲ
轄
助
シ
又
ハ
闘
争
者
ノ
一

　
方
力
闘
争
ヲ
開
始
シ
若
ク
ハ
継
続
ス
ル
コ
ト

　
ヲ
停
止
ス
ル
ノ
有
様
二
在
ル
ト
キ
其
闘
争
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
　
　
　
（
一
六
九
）



　
明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
一
）

　
其
本
刑
二
一
等
ヲ
加
フ

　
第
一
決
闘
者
中
一
人
証
人
ヲ
シ
テ
臨
場
セ

　
　
シ
メ
タ
ル
者

　
第
二
　
抽
筆
ヲ
以
テ
定
メ
タ
ル
ニ
拘
ハ
ラ
ス

　
　
対
手
人
二
比
ス
レ
ハ
一
層
利
ア
ル
器
械
ヲ

　
　
使
用
シ
タ
ル
者

　
第
三
　
同
一
ノ
対
手
人
二
対
シ
テ
同
日
同
原

　
　
由
ノ
為
メ
第
ニ
ノ
決
闘
ヲ
申
出
テ
且
之
ヲ

　
　
為
シ
タ
ル
者

　
第
四
　
其
子
、
兄
弟
若
シ
ク
ハ
甥
姪
昌
ア
ラ

　
　
サ
ル
挑
擾
者
若
シ
ク
ハ
被
挑
擾
者
二
代
リ

　
　
テ
決
闘
ヲ
為
シ
タ
ル
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
ロ
ワ
イ
ヨ
じ

第
八
条
前
条
二
予
定
シ
タ
ル
不
潔
白
ノ
決
闘

　
ノ
場
合
二
於
テ
対
手
人
ヲ
創
傷
、
嬢
疾
若
シ

　
ク
ハ
死
二
致
シ
タ
ル
時
ハ
其
之
レ
ヲ
致
セ
シ

　
者
ハ
故
意
ノ
殴
打
創
傷
若
シ
ク
ハ
故
殺
二
付

　
テ
ノ
普
通
法
ノ
刑
二
処
ス

　
器
械
ヲ
失
ヒ
創
傷
ヲ
受
ケ
若
シ
ク
ハ
決
闘
ヲ

　
継
続
シ
得
サ
ル
状
態
二
在
ル
コ
ト
判
然
タ
ル

　
対
手
人
ヲ
撃
チ
又
ハ
証
人
止
戦
ヲ
命
シ
タ
ル

　
後
対
手
人
ヲ
撃
チ
タ
ル
者
二
付
テ
モ
亦
同
シ

第
九
条
　
罪
タ
ル
可
キ
手
段
ヲ
以
テ
決
闘
者
中

　
一
人
ヲ
教
唆
シ
潔
白
若
シ
ク
ハ
不
潔
白
ノ
決

　
第
二
　
抽
銭
ヲ
以
テ
定
メ
タ
ル
ニ
拘
ハ
ラ
ス

　
　
敵
手
二
比
ス
レ
ハ
一
層
利
ア
ル
武
器
ヲ
使

　
　
用
シ
タ
ル
ト
キ

　
第
三
　
同
一
ノ
敵
手
二
対
シ
テ
同
原
由
ノ
為

　
　
メ
同
日
第
ニ
ノ
決
闘
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ

　
第
四
　
其
子
兄
弟
若
ク
ハ
甥
姪
ニ
ア
ラ
サ
ル

　
　
挑
擾
者
若
シ
ク
ハ
被
挑
擾
者
二
代
リ
テ
決

　
　
闘
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ

第
四
百
六
条
（
第
八
条
）
　
前
条
二
記
載
シ
タ
ル

　
デ
ロ
ワ
イ
ヤ
ド
ル

　
不
正
ノ
決
闘
ヲ
為
ス
ニ
当
リ
其
敵
手
ヲ
創

　
傷
、
療
疾
若
ク
ハ
死
二
致
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
本

　
人
ヲ
殴
打
創
傷
故
殺
ノ
例
二
照
シ
テ
処
断
ス

　
武
器
ヲ
失
ヒ
創
傷
ヲ
受
ケ
若
ク
ハ
引
続
テ
決

　
闘
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
状
態
二
在
ル
コ
ト
判
然
タ

　
ル
敵
手
ヲ
殴
打
シ
タ
ル
者
又
ハ
証
人
止
戦
ヲ

　
命
シ
タ
ル
後
敵
手
ヲ
殴
打
シ
タ
ル
者
モ
亦
同

　
シ
第
四
百
七
条
（
第
九
条
）
有
罪
ノ
手
段
ヲ
以
テ

　
決
闘
者
ノ
一
人
ヲ
教
唆
シ
及
ヒ
正
当
若
ク
ハ

　
不
正
ノ
決
闘
ヲ
為
サ
シ
メ
又
ハ
単
二
前
述
第

　
一
条
第
二
条
二
記
載
シ
タ
ル
融
諺
若
ク
ハ
挑

　
擾
二
決
心
セ
シ
メ
タ
ル
者
其
加
重
ノ
原
由
ヲ

　
知
り
若
ク
ハ
予
知
ス
ル
ヲ
得
タ
ル
ト
キ
ハ
最

　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
　
　
　
（
一
七
Q
）

　
妨
ケ
又
ハ
止
メ
サ
ル
ト
キ
ハ
重
刑
ヲ
受
ク
ヘ

　
キ
闘
争
者
ノ
一
人
ト
シ
テ
之
ヲ
所
断
ス

第
三
百
九
十
六
条
　
単
二
医
師
ノ
資
格
ヲ
以
テ

　
決
闘
二
立
会
フ
タ
ル
内
科
又
ハ
外
科
医
師
ハ

・
常
二
刑
ヲ
免
除
ス

第
三
百
九
十
七
条
軍
人
及
ヒ
常
人
ノ
間
ノ
決

　
闘
二
於
ケ
ル
侮
辱
挑
擾
又
ハ
闘
争
二
付
テ
モ

　
亦
タ
前
数
条
ノ
規
定
ヲ
適
用
ス



闘
ヲ
行
フ
コ
ト
ニ
決
心
セ
シ
メ
又
ハ
単
二
已

重
刑
二
処
ス
可
キ
敵
手
ト
同
ク
論
ス

上
第
一
条
第
二
条
二
予
定
シ
タ
ル
講
諺
若
シ

第
四
百
八
条
（
第
十
条
）
証
人
第
七
条
二
記
載

ク
ハ
挑
擾
二
決
意
セ
シ
メ
タ
ル
者
ハ
其
加
重

シ
タ
ル
不
正
ノ
決
闘
ナ
ル
ヲ
知
テ
之
二
臨
場

ノ
原
由
ヲ
知
リ
若
シ
ク
ハ
予
知
シ
得
タ
ル
ト

シ
又
ハ
決
闘
者
ノ
一
人
決
闘
ヲ
始
ム
ル
コ
ト

キ
ニ
ハ
最
重
刑
二
処
ス
可
キ
対
手
人
ト
同
刑

能
ハ
ス
又
ハ
引
続
テ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
サ

二
処
ス

ル
状
態
二
在
ル
モ
尚
ホ
其
決
闘
ヲ
防
止
セ
サ

第
十
条
証
人
第
七
条
二
予
定
セ
シ
不
潔
白
ノ

リ
シ
ト
キ
ハ
最
重
刑
二
処
ス
可
キ
決
闘
者
ト

決
闘
タ
ル
ヲ
知
リ
ナ
カ
ラ
之
レ
ニ
臨
場
シ
又

同
ク
論
ス

ハ
決
闘
者
中
一
人
決
闘
ヲ
始
シ
メ
若
シ
ク
ハ

第
四
百
九
条
（
第
十
一
条
）
内
外
科
ノ
医
師
単

之
レ
ヲ
継
続
シ
得
サ
ル
ノ
状
態
二
在
ル
モ
尚

二
其
資
格
ヲ
以
テ
決
闘
場
二
臨
ミ
タ
ル
ト
キ

ホ
其
決
闘
ヲ
防
止
セ
サ
リ
シ
者
ハ
最
重
刑
二

ハ
常
二
其
刑
ヲ
免
ス

処
ス
可
キ
決
闘
者
ト
同
刑
二
処
ス

第
四
百
十
条
（
第
十
二
条
）
此
条
則
ハ
軍
人
及

第
十
一
条
内
外
科
ノ
医
師
只
其
医
師
タ
ル
ノ

ヒ
常
人
間
ノ
決
闘
二
関
ス
ル
諜
諺
挑
援
井
二

資
格
ヲ
以
テ
決
闘
場
二
臨
ミ
タ
ル
者
ハ
常
二

其
決
闘
ニ
モ
適
用
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

其
刑
ヲ
免
除
ス

第
十
二
条
本
条
例
ハ
軍
人
及
ヒ
常
人
間
ノ
決

闘
二
関
ス
ル
誌
諺
、
挑
擾
若
シ
ク
ハ
交
闘
二

モ
適
用
ス
可
キ
モ
ノ
ト
ス

　
こ
れ
ら
の
草
案
に
あ
ら
わ
れ
た
決
闘
罪
の
規
定
は
、
前
述
の
明
治
十
五
年
刑
法
編
纂
中
に
考
慮
さ
れ
た
も
の
と
全
く
同
じ
か
、
あ
る
い
は
大
同

小
異
の
も
の
で
あ
つ
た
に
ち
が
い
な
い
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
決
闘
罪
の
構
想
は
、
一
定
の
方
式
を
履
ん
で
行
う
「
潔
白
」
の
決
闘
と
、
そ
う
で
な

い
「
不
潔
白
」
の
決
闘
に
分
け
、
後
者
の
結
果
で
あ
る
死
傷
に
は
普
通
刑
法
を
適
用
す
る
が
、
前
者
に
よ
る
死
傷
に
は
、
一
段
と
軽
い
刑
罰
を
以

　
　
　
明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
　
　
　
（
一
七
一
）



　
　
　
明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
六
　
　
　
（
一
七
二
）

て
臨
む
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
。
決
闘
を
処
罰
の
対
象
に
は
す
る
が
、
そ
れ
が
正
規
の
も
の
で
あ
る
限
り
、
普
通
の
殺
人
、
傷
害
と
は
区
別
し

て
、
特
別
に
取
扱
う
わ
け
で
あ
る
。
決
闘
を
全
面
的
に
否
定
し
え
な
い
と
こ
ろ
は
、
い
か
に
も
フ
ラ
ン
ス
人
的
発
想
で
あ
ろ
う
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

自
身
は
、
そ
の
立
法
趣
旨
を
次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。

　
日
本
二
於
テ
、
近
来
、
絶
テ
決
闘
ノ
例
ナ
シ
ト
テ
、
後
来
二
於
テ
モ
必
ラ
ス
之
レ
ナ
シ
ト
断
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
。
欧
州
諸
国
二
於
テ
、
常
二
決
闘
ノ
原
由
タ

　
ル
所
ノ
新
聞
雑
誌
ノ
議
論
ハ
、
又
日
本
二
於
テ
モ
決
闘
ノ
原
由
ト
ナ
ル
ニ
至
ル
コ
ト
ア
ル
可
シ
。
殊
二
国
会
ノ
設
立
近
キ
ニ
在
リ
。
一
旦
国
会
制
度
ヲ
設
ク
ル
ニ

至
レ
ハ
、
政
治
上
議
論
数
派
二
分
レ
、
各
活
澄
心
二
其
主
義
ヲ
論
ス
ル
ニ
至
リ
、
従
ツ
テ
公
衆
二
対
ス
ル
演
説
二
於
テ
殊
二
新
聞
紙
上
二
於
テ
、
或
ハ
時
ト
シ
テ

国
会
議
場
二
於
テ
、
互
ヒ
ニ
反
対
説
ヲ
主
張
シ
、
其
熱
心
ノ
局
、
遂
二
人
ノ
名
誉
ヲ
殿
損
ス
可
キ
議
論
ヲ
発
ス
ル
ニ
至
リ
、
而
シ
テ
其
凌
辱
ヲ
受
ケ
タ
ル
本
人

　
ハ
、
欧
州
諸
国
ノ
余
影
二
敏
ヒ
、
凌
辱
人
ヲ
裁
判
所
二
訴
へ
、
之
レ
ヲ
シ
テ
軽
微
ナ
ル
刑
ヲ
受
ケ
シ
メ
、
又
之
レ
ニ
対
シ
テ
只
名
義
ノ
、
ミ
ニ
シ
テ
実
効
少
ナ
ク
．

且
ツ
為
メ
ニ
一
層
ノ
損
斥
ヲ
来
ス
可
キ
賠
償
金
ヲ
得
ン
ヨ
リ
ハ
．
寧
ロ
『
武
器
ヲ
以
テ
ス
ル
ノ
名
誉
回
復
』
（
是
レ
世
人
ノ
唱
フ
ル
所
ノ
名
称
ナ
リ
）
二
出
ツ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
ヲ
優
レ
リ
ト
ス
ル
カ
如
キ
ノ
恐
レ
又
之
レ
ナ
シ
ト
セ
サ
ル
ナ
リ
ー
…
立
法
者
ハ
、
彼
急
流
二
沿
フ
テ
防
水
堤
ヲ
築
キ
、
懸
崖
二
臨
ソ
デ
障
棚
棚
ヲ
設
ケ
、
以
テ
危

険
ヲ
予
防
シ
、
意
外
ノ
災
害
ヲ
未
萌
二
防
止
ス
ル
邑
政
二
倣
ヒ
、
総
テ
罪
タ
ル
可
キ
所
為
二
付
テ
ハ
．
予
シ
メ
之
レ
カ
法
律
ヲ
設
定
シ
置
カ
サ
ル
可
カ
ラ
サ
ル
ナ

　
リ
。そ

し
て
、
潔
白
の
決
闘
に
よ
る
殺
人
、
傷
害
を
、
普
通
の
そ
れ
と
区
別
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
、

　
実
二
主
要
ノ
差
別
ト
思
惟
ス
ル
所
ノ
モ
ノ
ハ
、
決
闘
二
於
テ
ハ
、
攻
撃
防
禦
ノ
手
段
二
、
完
全
ナ
ル
平
均
ア
ル
コ
ト
ニ
在
リ
。
是
レ
決
闘
二
主
要
ナ
ル
潔
白
ニ
シ

テ
、
即
チ
不
潔
白
ノ
決
闘
ニ
ハ
一
切
普
通
刑
ノ
例
外
ヲ
拒
絶
シ
タ
ル
所
以
ナ
リ
。
…
…
即
チ
此
平
均
云
々
ノ
要
件
ハ
、
其
決
闘
ノ
死
二
致
ス
可
キ
モ
ノ
タ
ル
ニ
拘

ヲ
ス
、
之
レ
ヲ
人
ノ
生
命
二
対
ス
ル
普
通
法
ノ
犯
罪
ト
区
別
セ
サ
ル
可
ラ
サ
ル
ニ
個
ノ
元
素
ト
為
ル
可
シ
。
即
チ
襲
防
手
段
ノ
平
均
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
決
闘
ノ
罪
二

関
シ
テ
徳
義
上
ノ
罪
害
ヲ
減
シ
、
又
従
ツ
テ
不
期
ノ
災
害
ヲ
減
少
シ
、
社
会
ノ
害
悪
ヲ
減
少
ス
ル
所
ア
レ
ハ
ナ
リ
。

　
　
　
　
　
　
（
11
）

　
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
そ
の
後
、
日
本
に
お
け
る
決
闘
罪
の
必
要
を
論
じ
た
一
文
を
ま
と
め
、
フ
ラ
ン
ス
本
国
の
雑
誌
に
寄
稿
し
た
．
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
翻
訳
が
、
明
治
二
十
年
「
東
洋
法
学
叢
誌
し
第
六
号
以
下
に
連
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
彼
は
「
日
本
人
ハ
一
般
二
其
性
質
豪
遭
ニ
シ
テ



果
敢
ナ
レ
ハ
、
其
他
ヨ
リ
甚
シ
キ
詰
辱
ヲ
蒙
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
甘
受
ス
ル
コ
ト
ヲ
潔
シ
ト
セ
ス
。
必
ス
身
ヲ
挺
ソ
デ
テ
之
ト
闘
ヒ
、
以
テ
自
ラ
復
讐

ヲ
為
ス
コ
ト
ハ
、
其
性
質
上
ヨ
リ
シ
テ
又
タ
止
ム
ヲ
得
サ
ル
コ
ト
ナ
ル
ヘ
シ
．
而
シ
テ
斯
ノ
如
キ
挙
動
ハ
衆
評
二
之
ヲ
非
難
セ
ス
シ
テ
、
暗
二
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

ヲ
賞
揚
ス
ル
カ
如
キ
形
跡
ア
ル
ハ
掩
フ
可
カ
ラ
サ
ル
事
実
」
で
あ
る
か
ら
、
現
在
の
と
こ
ろ
「
日
本
二
決
闘
ノ
事
実
ナ
キ
ヲ
視
テ
之
ヲ
演
繹
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

テ
、
将
来
亦
之
レ
ナ
シ
ト
為
ス
ハ
皮
相
ノ
見
タ
ル
ニ
過
ギ
ス
」
さ
れ
ば
「
雨
降
ラ
ザ
ル
ニ
隔
戸
ヲ
綱
穆
シ
テ
、
以
テ
其
ノ
刑
罪
ヲ
予
定
ス
ル
コ
ト

　
　
　
　
　
（
1
5
）

甚
ダ
緊
要
ナ
リ
」
と
、
日
本
に
お
け
る
決
闘
罪
の
必
要
を
強
調
し
て
い
る
。
彼
の
決
闘
罪
へ
寄
せ
る
執
念
と
自
信
、
以
て
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
果
せ
る
哉
、
そ
の
後
ち
数
年
を
い
で
ず
、
彼
の
予
言
し
た
ご
と
く
、
わ
が
国
社
会
に
は
、
決
闘
の
申
込
の
流
行
を
み
る
に
至
り
、
二
十
二
年
の

末
に
は
、
遂
に
決
闘
罪
の
制
定
に
ふ
み
切
ら
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
こ
と
は
、
後
節
に
詳
述
す
る
通
り
で
あ
る
。
も
し
も
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
、
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

初
に
起
案
し
た
ご
と
く
、
明
治
十
五
年
刑
法
の
中
に
、
決
闘
罪
の
規
定
が
編
入
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
決
闘
の
申
込
の
流
行
は
さ
け
ら
れ
た
か

も
知
れ
な
い
し
、
ま
た
そ
う
し
た
事
実
が
発
生
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
対
す
る
世
間
的
評
価
は
、
か
な
り
ち
が
つ
た
結
果
を
招
い
た
で
あ
ろ

う
。

（
1
）
　
石
井
良
助
「
明
治
文
化
史
・
法
制
篇
」
（
昭
湘
二
十
九
年
）
・
四
五
二
頁

（
2
）
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
、
素
裏
生
訳
「
日
本
刑
法
草
案
決
闘
論
」
・
東
洋
法
学
叢
誌
第
六
号
（
明
治
二
十
年
四
月
五
日
Y
二
六
頁
。
こ
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
註
1
2
・
参
照

（
3
）
　
石
井
・
前
掲
書
・
四
五
三
頁
．

（
4
）
　
大
審
院
書
記
局
編
「
草
案
比
照
・
刑
法
」
（
明
治
十
九
年
）
に
両
草
案
は
収
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
「
日
本
刑
法
草
案
」
は
、
岡
琢
郎
編
「
日
本
近
代
刑
事
法
令
集
」
中
巻
（
昭

　
和
十
七
年
）
三
七
七
頁
以
下
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）
　
「
刑
法
草
案
述
義
」
（
明
治
十
六
年
九
月
）
・
五
三
三
頁
。
こ
れ
は
、
明
治
十
五
年
刑
法
公
布
（
十
三
年
七
月
）
直
後
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
起
草
し
た
修
正
案
並
に
そ
の
註
解
（
第

で
で
中
絶
）
を
蘇
訳
し
た
も
の
で
あ
る
．

（
6
）
　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
「
醗
訳
校
正
・
刑
法
草
案
注
釈
」
上
巻
（
明
治
十
九
年
）
・
五
頁
．
同
書
に
つ
い
て
は
註
9
・
参
照
．
な
お
、
同
書
の
別
の
個
所
に
は
「
本
法
最
初
ノ
草
案
ヲ

編
纂
シ
タ
ル
時
、
決
闘
ノ
為
メ
、
一
節
ヲ
設
ケ
タ
リ
シ
カ
、
此
節
二
付
テ
討
議
ヲ
遂
ケ
、
仮
リ
ニ
採
用
セ
ラ
レ
タ
リ
シ
。
然
ル
ニ
此
法
案
ヲ
政
府
二
差
シ
出
シ
タ
ル
時
、
審
査
委
員

　
二
於
テ
、
之
レ
ヲ
削
除
シ
タ
リ
云
々
」
（
下
巻
二
二
九
五
頁
）
と
述
べ
、
あ
た
か
も
元
老
院
の
刑
法
草
案
審
査
局
に
お
い
て
、
捌
除
し
た
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
ボ
ア
ソ

　
ナ
ー
ド
の
思
い
ち
が
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
　
　
　
（
一
七
三
）



明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
一
）

一
八

（
一
七
四
）

（
7
）
　
当
時
の
断
片
的
な
草
案
数
種
が
、
現
在
、
法
務
省
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
う
し
た
初
期
の
草
案
に
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
註
釈
が
附
さ
れ
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
も
の
が

若
干
現
存
し
て
い
る
（
例
え
ば
「
刑
法
草
案
講
義
筆
記
」
・
明
治
十
六
年
六
月
刊
）
。

（
8
）
拙
稿
「
明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案
－
明
治
法
制
史
料
拾
遺
（
3
）
」
・
本
誌
第
四
二
巻
一
〇
号
・
六
〇
頁
以
下
参
照
。

（
9
）
す
で
に
本
文
で
も
述
べ
た
ご
と
く
（
本
稿
九
頁
、
前
註
1
・
参
照
）
、
こ
の
日
本
語
訳
が
、
司
法
省
か
ら
刊
行
さ
れ
た
「
醗
訳
校
正
・
刑
法
草
案
註
釈
」
で
あ
る
。
刊
年
は
不

明
で
あ
る
が
、
巻
頭
に
あ
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
よ
り
山
田
司
法
卿
（
顕
義
）
、
大
木
元
老
院
議
長
（
喬
任
）
ら
へ
の
献
辞
の
日
付
は
、
一
八
八
六
年
（
明
治
十
九
年
）
三
月
二
十
一
日
で

　
あ
る
。

（
1
0
）
　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
・
前
掲
草
案
註
釈
・
下
巻
・
三
九
六
頁
－
三
九
七
頁
。

（
1
1
）
　
前
掲
書
・
四
〇
一
頁
ー
四
〇
二
頁
．

（
皿
）
　
東
洋
法
学
叢
誌
第
六
号
（
註
2
・
参
照
）
の
「
蘇
訳
」
欄
に
「
左
ノ
一
篇
ハ
日
本
刑
法
草
案
中
ノ
決
闘
罪
ノ
一
節
及
ヒ
其
ノ
之
ヲ
設
ケ
シ
所
以
ノ
主
意
ヲ
敷
術
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ

　
シ
テ
仏
国
ノ
或
ル
法
律
雑
誌
二
記
載
シ
タ
ル
者
ナ
リ
。
蓋
シ
刑
法
草
案
者
ナ
ル
『
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
』
氏
ノ
本
国
二
通
知
セ
ル
モ
ノ
ニ
係
ル
ト
云
フ
。
有
益
ノ
者
ナ
レ
バ
之
ヲ
訳
出
ス
」

　
と
し
て
「
日
本
刑
法
草
案
決
闘
論
・
素
嚢
生
訳
」
を
掲
載
し
て
い
る
（
二
六
頁
以
下
）
。
同
号
以
降
、
第
七
号
（
二
十
年
四
月
）
九
頁
以
下
、
第
八
号
（
同
年
五
月
）
、
一
四
頁
以
下
、

第
一
〇
号
（
同
年
六
月
）
一
一
頁
以
下
に
連
載
さ
れ
、
な
お
未
完
結
で
あ
る
が
、
同
誌
の
第
一
二
号
（
第
一
一
号
に
は
掲
載
せ
ず
）
以
下
が
続
刊
さ
れ
た
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、

連
載
の
有
無
も
不
明
で
あ
る
．
因
み
に
フ
ラ
ン
ス
の
雑
誌
名
も
確
め
え
な
い
。
大
方
の
御
教
示
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

（
1
3
）
　
前
掲
論
文
・
前
掲
法
学
叢
誌
・
第
七
号
・
二
頁
。

（
1
4
）
（
1
5
）
　
前
掲
論
文
・
前
掲
法
学
叢
誌
・
第
六
号
・
二
八
頁
－
二
九
頁
。

（
1
6
）
　
宮
城
浩
蔵
は
、
明
治
十
五
年
刑
法
に
つ
い
て
「
我
刑
法
ハ
其
壁
頭
第
一
条
ヨ
リ
シ
テ
現
二
非
難
ヲ
受
ケ
、
全
編
四
百
三
十
条
其
非
難
ヲ
免
ル
モ
ノ
幾
何
ア
ル
カ
。
…
…
我
現
行

刑
法
ハ
…
…
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
之
ヲ
起
案
シ
、
司
法
省
之
ヲ
醗
訳
シ
併
セ
テ
修
正
増
減
シ
、
元
老
院
復
タ
之
ヲ
審
査
修
正
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス
。
ボ
氏
ノ
起
案
ハ
現
行
法
二
比
ス
レ
ハ

其
善
良
ナ
ル
コ
ト
数
等
ナ
リ
…
－
司
法
省
之
ヲ
醗
訳
シ
之
ヲ
修
正
増
減
シ
テ
不
良
ヲ
来
シ
、
元
老
院
亦
之
ヲ
審
査
修
正
シ
テ
愈
々
益
々
不
良
ヲ
致
シ
タ
リ
．
…
…
我
刑
法
ハ
ボ
氏
ノ

草
案
以
降
一
回
ハ
輔
回
ヨ
リ
不
良
ト
ナ
リ
テ
、
今
日
ノ
結
果
ヲ
来
シ
タ
ル
ヲ
悲
ム
ノ
、
・
・
」
と
述
べ
て
い
る
（
「
刑
法
正
義
」
下
巻
・
明
治
二
十
六
年
・
九
七
二
頁
－
九
七
三
頁
）
。
全

般
的
に
こ
う
し
た
批
判
が
当
つ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
い
ま
し
ば
ら
く
措
く
。
し
か
し
、
決
闘
罪
に
関
す
る
限
り
で
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
起
案
は
ー
そ
の
内
容
が
日
本
の
現
実

社
会
に
則
し
た
も
の
で
あ
つ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
ー
そ
の
必
要
を
予
知
し
た
点
で
は
、
た
し
か
に
先
見
の
明
が
あ
つ
た
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
．

三
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
前
後
の
決
闘
論
議
と
、
決
闘
申
込
事
件

西
洋
各
国
で
行
わ
れ
る
決
闘
を
、
日
本
人
が
模
倣
し
た
囑
矢
は
、
い
つ
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
は
確
め
え
な
い
が
、
明
治
十
一
年
一
月
、
当
時
イ



ギ
リ
ス
の
・
ソ
ド
ソ
に
滞
在
し
て
い
た
馬
場
辰
猪
が
、
国
際
法
の
問
題
の
争
い
か
ら
、
同
じ
土
佐
出
身
の
留
学
生
真
辺
戒
作
に
決
闘
の
申
込
を
行

い
、
拒
絶
さ
れ
た
の
を
憤
慨
し
、
真
辺
を
傷
つ
け
、
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
で
宣
告
猶
予
、
国
外
退
去
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
も
つ
と
も
早
い
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
一
例
で
あ
ろ
う
．
馬
場
は
．
決
闘
が
公
認
状
態
に
な
つ
て
い
る
フ
ラ
ソ
ス
ヘ
渡
つ
て
決
闘
を
行
う
こ
と
を
申
入
れ
た
と
い
わ
れ
る
か
ら
、
日
本

流
の
果
し
合
い
で
は
な
く
、
西
洋
風
の
決
闘
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

　
日
本
の
国
内
で
は
、
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
前
後
の
頃
か
ら
、
一
部
識
者
の
間
で
、
西
洋
の
決
闘
が
注
目
さ
れ
、
そ
し
て
決
闘
の
是
非
に
つ
い

て
の
論
議
が
行
わ
れ
、
ま
た
、
実
際
に
決
闘
の
申
入
れ
を
行
う
事
件
が
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
た
。
前
掲
刑
法
典
は
、
前
に
も
述
べ
た
ご
と
く
十
三
年

七
月
に
公
布
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
に
決
闘
の
規
定
を
欠
い
て
い
た
の
で
、
そ
う
し
た
論
議
を
呼
び
、
ま
た
決
闘
を
試
み
ん
と
す
る
老
が
、
実
際
に

あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
法
律
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
決
闘
関
係
の
記
事
と
し
て
は
、
明
治
十
四
年
の
法
律
雑
誌
第
一
四
七
号
、
第
一
四
九
号
に
連
載
さ
れ
た
「
決
闘

（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

論
」
は
、
そ
の
も
つ
と
も
早
い
も
の
の
一
例
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
「
仏
国
法
庭
ノ
雄
弁
」
と
題
す
る
フ
ラ
ン
ス
書
の
一
節
の
醗
訳
で
あ
る
。
フ

ラ
ソ
ス
に
お
い
て
は
，
一
八
三
七
年
、
そ
れ
ま
で
刑
法
典
中
に
決
闘
罪
の
規
定
の
な
い
の
を
理
由
に
し
て
、
決
闘
を
処
罰
し
な
か
つ
た
こ
と
に
対

し
、
検
事
総
長
デ
ュ
パ
ン
（
U
8
ε
は
異
議
を
唱
え
、
決
闘
を
有
罪
と
す
る
論
告
を
為
し
、
破
殿
院
も
そ
の
意
見
を
容
れ
て
同
年
六
月
の
判
決
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

決
闘
を
処
罰
し
、
そ
の
後
ち
し
ば
ら
く
の
間
は
、
そ
う
し
た
判
例
が
維
持
さ
れ
た
こ
と
が
あ
つ
た
が
、
こ
の
と
き
の
デ
ュ
パ
ソ
の
論
告
を
醗
訳
し

た
も
の
が
、
前
掲
決
闘
論
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
決
闘
是
非
論
が
公
然
と
論
議
さ
れ
た
の
は
、
私
の
知
る
限
り
に
お
い
て
、
明
治
十
四
年
六
、
七
月
頃
、
国
友
会
の
討
論
会
が
最
初
で
あ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
「
決
闘
論
」
の
発
議
者
は
、
原
猪
作
で
、
彼
が
冒
頭
に
ま
ず
次
の
よ
う
な
問
題
提
起
を
行
つ
た
．

　
　
決
闘
即
ち
果
合
な
る
も
の
は
、
古
来
、
我
邦
に
も
之
れ
あ
り
て
、
徳
川
政
府
の
時
世
に
於
て
は
之
れ
を
黙
許
に
附
せ
し
が
、
維
新
以
後
、
我
政
府
は
之
れ
を
目

　
し
て
法
律
を
犯
し
社
会
を
素
乱
す
る

も
の
と
し
、
厳
に
禁
止
の
命
を
下
し
た
り
。
－
－
－
余
が
持
論
、
決
闘
は
実
に
已
む
べ
か
ら
ざ
る
の
情
実
に
出
づ
る
者
な
れ

　
　
　
明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
　
　
　
（
一
七
五
）



　
　
　
明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
輔
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
　
　
　
（
一
七
六
）

ば
．
之
れ
を
禁
ず
べ
か
ら
ず
と
云
ふ
に
あ
り
。
夫
れ
人
の
舌
戦
口
論
を
為
す
や
、
一
人
は
之
れ
を
是
と
し
、
一
人
は
之
れ
を
非
と
し
、
互
ひ
に
其
見
る
所
を
取
て

他
に
下
ら
ざ
る
は
、
世
間
の
常
情
な
り
。
…
…
故
に
終
局
す
る
所
は
、
之
れ
を
腕
力
に
訴
へ
て
事
の
曲
直
を
決
す
る
の
外
な
し
。
抑
も
一
国
が
外
邦
に
対
す
る

や
、
常
に
道
理
を
以
て
争
ひ
道
理
を
以
て
決
す
る
も
の
に
非
ず
、
遂
に
干
戎
に
訴
ふ
る
の
已
む
を
得
ざ
る
も
の
あ
る
に
非
ら
ず
や
。
余
は
断
じ
て
日
は
ん
と
す
。

世
人
各
自
が
交
際
を
為
す
や
、
道
理
を
以
て
判
せ
ず
ん
ば
、
之
れ
と
腕
力
に
決
す
る
は
天
理
に
出
で
た
る
が
若
く
、
然
り
故
に
決
闘
を
許
す
は
毫
も
不
可
な
る
所
な

　
し
．
…
…
諸
君
の
之
れ
を
賛
成
す
る
や
否
や
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
こ
の
発
議
に
対
し
、
会
員
か
ら
賛
否
両
論
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
、
は
げ
し
く
争
わ
れ
た
。
ま
ず
、
柿
内
正
輔
、
青
木
匡
の
反
対
論
、
佐
伯
剛
平

　
　
　
（
m
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

の
賛
成
論
が
あ
り
、
つ
づ
い
て
馬
場
辰
猪
が
賛
成
論
を
次
の
ご
と
く
強
調
し
た
。

　
　
夫
れ
決
闘
は
法
律
に
於
て
問
ふ
べ
ぎ
の
跡
な
く
、
又
之
を
告
訴
す
べ
か
ら
ざ
る
道
徳
上
よ
り
起
る
所
の
争
ひ
に
し
て
、
為
め
に
双
方
の
悲
憤
を
啓
発
し
、
即
ち

両
個
讐
敵
の
熱
情
を
消
散
す
る
も
の
な
り
。
故
に
双
方
共
に
証
人
あ
り
、
適
当
な
る
規
定
に
拠
て
之
を
為
さ
し
め
、
若
し
互
に
勝
負
あ
ら
ざ
れ
ば
、
是
れ
天
理
に

従
て
双
方
に
是
非
な
き
も
の
と
断
定
す
。
蓋
し
斯
の
如
き
場
合
に
於
て
、
政
府
が
法
律
を
以
て
之
れ
を
禁
止
す
る
こ
と
あ
ら
ば
、
或
は
私
怨
の
為
め
に
途
上
に
要

殺
す
る
も
の
あ
ら
ん
。
或
は
復
讐
と
称
し
て
暗
夜
に
刺
撃
す
る
も
の
あ
ら
ん
。
故
に
一
方
に
於
て
急
怨
を
慰
す
る
の
道
を
許
さ
ざ
れ
ば
、
其
害
反
て
焉
よ
り
大
な

　
る
も
の
あ
ら
ん
。
黙
許
に
も
せ
よ
措
て
之
れ
を
問
は
ざ
れ
ば
、
必
ず
国
中
偏
私
の
争
闘
を
減
し
て
、
人
民
を
し
て
公
正
の
心
を
懐
か
し
む
る
の
利
を
生
ぜ
ん
。
…

　
…
決
闘
を
以
て
非
物
視
す
る
は
、
抑
も
何
の
心
ぞ
や
。
更
に
－
…
決
闘
を
許
す
は
、
社
会
の
武
力
を
養
ふ
て
文
明
を
維
持
す
る
に
足
る
。
何
と
な
れ
ば
能
く
世
俗

　
の
柔
弱
を
励
ま
し
之
れ
を
し
て
健
全
の
気
象
を
発
揮
せ
し
め
、
以
て
忍
耐
勉
強
を
養
成
す
れ
ば
な
り
。

　
馬
場
は
、
前
に
述
べ
た
ご
と
く
、
決
闘
申
込
の
経
験
者
で
あ
る
が
、
こ
の
申
込
は
右
の
よ
う
な
見
解
に
立
つ
て
躊
躇
な
く
行
わ
れ
た
も
の
と
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

わ
れ
る
。
こ
の
馬
場
の
所
見
に
対
し
、
高
橋
基
一
、
林
包
明
は
賛
意
を
表
し
、
大
石
正
巳
、
堀
口
昇
、
末
広
重
恭
は
反
対
の
意
見
を
述
べ
た
。
末

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

広
の
反
対
論
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
天
下
の
理
否
を
判
す
る
は
腕
力
に
あ
り
と
云
は
ば
…
－
互
に
闘
争
し
て
勝
敗
を
決
す
る
に
至
ら
ん
。
然
ら
ば
野
蛮
草
昧
の
時
世
復
た
今
日
に
顕
出
す
べ
し
…

論
者
は
決
闘
を
許
し
て
社
会
の
武
気
を
養
成
し
、
以
て
文
明
を
進
歩
す
べ
し
と
云
へ
り
。
吾
輩
は
文
明
は
智
力
を
貴
ぶ
を
知
り
、
腕
力
を
貴
ぶ
を
知
ら
ず
、
腕
力
説

　
は
野
蛮
世
界
に
行
は
る
べ
く
、
之
を
文
明
社
会
に
説
く
べ
か
ら
ず
。
論
者
且
つ
日
く
、
決
闘
は
之
れ
を
告
訴
す
る
に
由
な
き
と
き
に
起
る
云
々
と
、
是
れ
自
ら
断

　
し
て
起
訴
す
べ
き
の
端
緒
な
し
と
妄
想
せ
る
な
り
。
之
れ
を
告
訴
す
る
に
於
て
量
に
一
の
方
法
な
か
ら
ん
や
。
又
、
之
れ
を
問
ふ
べ
き
の
法
律
な
し
と
す
る
か
、



然
れ
ば
法
律
を
改
正
す
可
ぎ
な
り
．
何
ぞ
為
め
に
決
闘
を
許
す
の
理
あ
ら
ん
や
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
馬
場
は
末
広
説
に
反
駁
し
、
さ
ら
に
次
の
ご
と
く
自
説
を
敷
術
し
た
。

　
呼
、
文
明
の
開
発
す
る
こ
と
彼
の
国
の
如
く
な
る
も
、
尚
ほ
法
律
を
以
て
各
人
の
決
闘
に
立
入
ら
ず
、
自
由
に
放
任
せ
り
。
然
る
に
之
を
知
ら
ず
、
欧
州
を
以

　
て
野
蛮
同
一
の
邦
国
と
評
す
る
は
、
抑
も
如
何
の
意
ぞ
や
。
夫
れ
文
明
国
に
於
て
、
最
も
重
ん
ず
る
者
は
栄
誉
な
り
。
今
栄
誉
を
損
せ
ら
れ
ざ
ら
ん
が
為
に
行
ふ

　
の
決
闘
を
以
て
、
蒙
昧
世
界
の
腕
力
を
貴
ぶ
者
と
一
様
視
す
る
は
、
安
ん
ぞ
知
ら
ん
．
論
者
の
即
ち
野
蛮
説
を
唱
ふ
る
に
非
ざ
る
な
き
を
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
こ
う
し
た
討
議
終
了
後
、
議
長
西
村
玄
道
は
、
聴
衆
に
賛
否
を
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
反
対
論
に
同
意
す
る
も
の
満
場
十
の
七
八
」
で
あ
つ
た
と

い
う
。
す
な
わ
ち
、
馬
場
ら
の
決
闘
是
認
論
は
、
聴
衆
多
数
の
同
意
が
え
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

　
同
年
十
二
月
か
ら
翌
十
五
年
一
月
に
か
け
、
法
律
志
叢
第
八
十
五
号
乃
至
第
八
十
九
号
に
、
無
署
名
の
「
決
闘
論
」
が
連
載
さ
れ
た
。
こ
の
筆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
18
）

者
は
、
「
余
嘗
テ
仏
国
巴
里
府
二
遊
学
ノ
際
云
々
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
留
学
帰
り
の
法
律
家
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
そ
の
正
確
な
氏

名
は
不
明
で
あ
る
．
こ
の
論
考
は
「
仏
国
二
於
テ
今
日
流
行
ス
ル
所
ノ
決
闘
ハ
…
…
彼
有
名
ナ
ル
千
七
百
八
十
九
年
ノ
大
革
命
ト
共
二
死
灰
再
燃

シ
テ
復
タ
政
事
社
会
二
現
出
シ
来
レ
リ
．
我
国
二
於
テ
モ
ニ
十
三
年
二
国
会
力
開
設
ス
ル
ノ
命
ア
リ
。
是
時
二
当
レ
ハ
政
党
ヲ
組
織
シ
テ
政
事
上

ノ
議
論
勃
々
隆
盛
ナ
ル
ハ
固
ヨ
リ
希
望
ス
ル
所
ニ
シ
テ
最
モ
賀
ス
ヘ
キ
コ
ト
ナ
レ
ト
モ
、
或
ハ
政
事
思
想
ト
共
二
、
欧
ノ
習
慣
ヲ
輸
入
シ
来
テ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
19
）

我
社
会
二
此
決
闘
ノ
非
風
ヲ
演
出
セ
ソ
コ
ト
ヲ
畏
ル
」
と
の
見
地
に
立
つ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
こ
の
論
考
に
よ
る
と
、
決
闘
は
「
習
慣
中
一
定
ノ
規
則
ヲ
ナ
シ
テ
勝
敗
ヲ
決
ス
ル
」
「
一
種
特
別
ノ
契
約
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
各
種
の

決
闘
賛
成
論
に
反
駁
し
て
い
る
。
ま
ず
名
誉
が
殿
損
さ
れ
て
も
「
通
常
裁
判
権
ノ
干
渉
ス
ル
能
ハ
サ
ル
場
合
」
に
「
決
闘
ヲ
以
テ
之
レ
ニ
代
理
ス

ル
ハ
良
好
ノ
手
段
」
と
い
う
説
が
あ
る
が
、
「
此
論
旨
ハ
法
律
ノ
遺
漏
ヲ
補
理
ス
ル
ニ
過
サ
サ
ル
」
も
の
で
「
若
シ
法
律
ノ
遺
漏
ア
リ
テ
裁
断
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

ル
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
改
良
シ
テ
完
全
ナ
ル
法
律
ヲ
制
定
ス
ヘ
」
ぎ
で
あ
る
．
「
決
闘
ハ
士
気
ヲ
振
作
シ
義
胆
ヲ
養
成
ス
ル
」
と
も
い
わ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
羽
）

が
、
そ
れ
は
「
最
モ
非
ナ
ル
」
説
で
、
「
腕
力
ヲ
養
成
ス
ル
モ
決
シ
テ
気
節
ヲ
振
作
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
」
ず
、
ま
た
二
人
一
己
ノ
裁
判
ハ
正
当
ナ

　
　
　
明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
　
　
　
（
一
七
七
）



　
　
　
明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
　
　
（
一
、
七
八
）

リ
。
決
闘
ハ
一
己
人
裁
判
ナ
リ
、
故
二
之
レ
ヲ
可
ト
ス
」
と
の
説
が
あ
る
が
、
「
此
説
二
由
レ
ハ
刑
法
ヲ
要
セ
ス
。
諸
法
律
ヲ
無
用
ノ
一
言
二
帰

ス
ル
主
旨
」
で
あ
る
。
も
し
も
「
裁
判
所
ヲ
廃
シ
テ
法
律
ヲ
除
カ
ハ
、
社
会
ハ
果
シ
テ
如
何
ナ
ル
形
況
ヲ
現
出
ス
ヘ
キ
ヤ
」
を
思
う
べ
き
で
あ

（
器
）る
。
故
に
「
決
闘
ハ
野
蛮
ノ
遺
風
、
決
シ
テ
一
日
モ
文
明
社
会
二
其
痕
跡
ヲ
留
ム
可
ラ
ザ
ル
」
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
名
誉
ハ
人
生
ノ
宝
玉
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
）

で
あ
る
か
ら
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
　
一
方
で
は
決
闘
を
禁
じ
、
他
方
名
誉
を
保
護
す
る
手
段
を
、
次
の
よ
う
に
提
唱
し
て
い

（
茄
）

る
。　

其
一
ハ
懲
治
ノ
律
ヲ
設
為
シ
、
以
テ
其
決
闘
者
ヲ
処
ス
ヘ
シ
。
其
ニ
ハ
一
律
ヲ
設
ケ
、
以
テ
名
誉
ヲ
保
護
ス
ヘ
シ
。
畢
寛
、
此
決
闘
ヲ
為
ス
ハ
其
原
因
多
シ
ト

錐
モ
、
其
要
名
誉
回
復
二
在
リ
。
是
レ
其
法
律
ノ
名
誉
ヲ
保
護
ス
ル
ニ
足
ル
モ
ノ
ナ
キ
ヲ
以
テ
、
各
自
裁
判
ヲ
為
ス
ニ
至
ル
。
故
二
詳
密
ナ
ル
譲
諺
律
ヲ
制
定

　
シ
、
以
テ
名
誉
ヲ
全
ス
ル
ヲ
得
セ
シ
メ
ハ
、
決
シ
テ
狗
死
ノ
決
闘
ヲ
用
ヒ
惨
状
ヲ
演
ス
ル
ニ
至
ラ
サ
ル
ヤ
必
セ
リ
。
…
…
決
闘
ヲ
果
ス
ニ
至
ル
ノ
順
序
ヲ
細
別
ス

　
レ
ハ
三
箇
ノ
階
級
ア
リ
。
即
チ
決
闘
ヲ
挑
ノ
所
為
二
初
マ
リ
、
相
互
ノ
承
諾
二
因
テ
契
約
ヲ
為
ス
モ
ノ
之
レ
ニ
次
キ
、
最
後
二
決
闘
ヲ
果
ス
モ
ノ
是
レ
ナ
リ
。
故

　
二
是
ノ
各
種
二
従
テ
軽
重
ノ
罰
ヲ
加
フ
ル
ト
キ
ハ
惨
状
ヲ
見
ル
ノ
憂
ヲ
免
ル
ニ
庶
ラ
ソ
欺
。
…
…
決
闘
者
ヲ
罰
ス
ル
ニ
注
意
ヲ
要
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ア
リ
。
決
闘
ハ
人

　
ヲ
殺
傷
ス
ル
ト
錐
モ
、
故
意
ノ
殺
傷
ヲ
以
テ
論
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ナ
リ
。
固
ヨ
リ
故
意
二
出
ル
所
為
ト
難
モ
合
意
以
テ
相
殺
傷
ス
レ
ハ
ナ
リ
。
然
ラ
ハ
則
チ
人
ヲ
殺

傷
ス
ル
モ
決
シ
テ
普
通
刑
法
ノ
殺
傷
律
ヲ
用
ユ
可
カ
ラ
ス
。
即
チ
軽
罰
ヲ
以
テ
擬
ス
可
キ
ナ
リ
。

　
こ
の
論
者
は
、
決
闘
に
は
、
普
通
刑
法
を
適
用
せ
ず
、
特
別
法
を
制
定
し
、
普
通
の
殺
人
傷
害
よ
り
も
軽
く
罰
す
べ
き
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
正
に
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
流
の
考
え
方
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
前
に
述
べ
た
ご
と
く
、
識
者
の
中
に
も
決
闘
礼
讃
論
者
が
あ
つ
た
こ
と
と
て
、
一
般
世
間
に
も
そ
れ
を
是
認
し
、
且
つ
そ
れ
を
実

行
せ
ん
と
試
み
る
も
の
が
現
わ
れ
た
と
し
て
も
、
決
し
て
偶
然
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
も
つ
と
も
早
い
一
例
が
、
熊
本
に
お
け
る
次
の
決
闘
申
込

さ
わ
ぎ
で
あ
る
。
明
治
十
五
年
三
月
二
十
二
日
・
朝
野
新
聞
に
、
次
の
記
事
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

　
去
る
八
日
の
事
な
り
。
熊
本
に
帰
省
中
の
林
正
明
氏
の
も
と
へ
、
紫
漠
会
員
の
高
島
則
彬
、
有
田
友
次
、
佐
々
木
正
之
の
三
氏
が
訪
づ
れ
、
先
比
近
事
評
論
に

紫
漠
会
は
真
理
を
破
壊
す
る
の
虚
無
蕪
と
記
載
せ
し
は
如
何
な
る
訳
け
に
や
と
の
詰
問
に
、
林
氏
は
編
輯
の
事
は
一
切
編
輯
長
の
権
内
に
あ
れ
ば
、
余
は
其
の
責

　
を
受
く
べ
き
者
に
あ
ら
ず
。
併
し
編
輯
者
に
代
り
て
其
弁
明
を
な
す
も
苦
し
か
ら
ず
と
、
夫
れ
よ
り
種
々
弁
明
論
あ
り
し
か
ど
も
、
更
に
果
て
し
な
く
、
高
島
氏



　
は
、
吾
れ
聞
く
西
洋
各
国
に
て
新
聞
記
者
等
が
紙
上
の
論
戦
に
て
勝
敗
決
せ
ざ
る
時
は
、
独
身
決
闘
す
と
、
今
回
の
事
た
る
や
我
れ
我
れ
憤
怒
に
堪
へ
ず
。
願
く

　
は
君
と
腕
力
も
て
決
闘
せ
ん
と
急
き
立
た
る
を
、
林
氏
は
少
し
も
騒
が
ず
、
余
は
生
来
卑
怯
に
し
て
左
様
な
る
決
闘
を
な
す
の
勇
な
け
れ
ば
、
是
亦
先
生
の
需
め

　
に
応
ず
る
能
は
ず
と
答
へ
し
か
ば
、
高
島
氏
は
然
ら
ば
謝
罪
状
を
貰
ら
ひ
た
し
と
い
ふ
に
付
．
林
氏
は
最
易
き
事
な
り
と
直
ぐ
に
「
小
生
社
主
タ
ル
ヲ
以
テ
御
責

問
二
預
リ
腕
力
決
闘
ノ
御
所
望
ヲ
受
ケ
タ
レ
ト
モ
生
来
卑
怯
且
ツ
柔
弱
ニ
シ
テ
其
需
二
応
ズ
ル
能
ハ
ズ
云
々
」
と
の
書
面
ヲ
認
め
て
渡
し
た
れ
ば
、
三
氏
は
之
を

請
取
り
鬼
の
首
で
も
得
た
る
が
如
く
喜
び
勇
ん
で
立
去
り
し
と
い
ふ
。
項
羽
に
も
劣
ら
ぬ
剛
勇
と
称
す
べ
き
や
否
や
。

　
つ
づ
い
て
翌
年
早
々
に
は
、
金
沢
で
も
、
同
じ
よ
う
な
決
闘
申
込
事
件
が
あ
る
。
十
六
年
一
月
二
十
二
日
・
時
事
新
報
は
、
次
の
よ
う
に
報
じ

て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
π
）

　
　
去
る
十
四
日
、
石
川
県
金
沢
の
盈
進
社
員
小
原
応
唯
氏
が
．
同
社
員
斎
藤
知
一
氏
へ
其
前
夜
同
氏
が
酒
席
上
に
あ
り
し
と
き
、
斎
藤
氏
の
挙
動
は
、
小
原
氏
を

侮
辱
し
た
る
も
の
な
れ
ば
、
堪
忍
し
難
く
、
何
れ
決
闘
せ
ん
と
書
面
を
送
ら
れ
し
に
、
斎
藤
氏
も
速
に
承
諾
の
旨
を
回
答
せ
ら
れ
て
、
愈
々
去
る
十
五
日
午
後
三

時
、
盈
進
社
内
に
て
決
闘
す
る
こ
と
に
定
ま
り
、
ア
ハ
ヤ
ニ
壮
士
を
誤
ま
る
か
の
恐
あ
り
し
に
、
同
社
首
領
遠
藤
秀
景
氏
の
仲
裁
に
て
両
氏
梢
く
和
解
せ
ら
れ
し

　
よ
し
。

　
政
治
結
社
の
壮
土
間
で
、
事
を
決
闘
に
よ
つ
て
決
せ
ん
と
す
る
兆
候
が
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
た
と
み
て
も
い
い
。
こ
の
二
例
以
外
に
も
、
当
時
、

そ
う
し
た
出
来
事
は
、
多
く
は
な
い
に
し
て
も
、
各
地
に
あ
つ
た
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
の
ほ
か
の
実
例
を
み
い
だ
し
え
な
い
の
は
残
念
で

（
認
）

あ
る
。

　
そ
の
後
、
明
治
二
十
年
、
法
律
雑
誌
第
五
九
四
号
に
、
次
の
よ
う
な
呑
月
酔
人
「
決
闘
論
」
が
掲
載
さ
れ
た
。

　
　
決
闘
ナ
ル
モ
ノ
ハ
泰
西
各
国
に
於
テ
屡
々
行
ハ
ル
・
所
ニ
シ
テ
、
世
人
見
テ
以
テ
之
レ
ヲ
怪
マ
ス
。
法
律
モ
亦
之
レ
ヲ
罰
セ
ス
。
是
蓋
シ
古
来
、
野
蛮
ノ
随
習

　
ニ
シ
テ
、
今
日
二
於
テ
ハ
宜
シ
ク
接
斥
ス
ヘ
キ
所
ノ
モ
ノ
ナ
リ
。
何
ト
ナ
レ
ハ
事
ヲ
道
理
二
決
セ
ス
シ
テ
之
レ
ヲ
腕
力
二
決
ス
ル
如
キ
ハ
一
ニ
ハ
公
安
ヲ
害
シ
、

　
一
ニ
ハ
風
俗
ヲ
素
ス
モ
ノ
ナ
レ
ハ
ナ
リ
。
今
ヤ
我
国
二
於
テ
泰
西
各
国
二
行
ハ
ル
・
如
キ
決
闘
ノ
之
ナ
キ
ハ
皇
二
賀
ス
ヘ
キ
所
ナ
リ
ト
錐
モ
…
－
蒋
来
或
ハ
此
随

習
ヲ
我
邦
二
伝
フ
ル
コ
ト
之
ナ
キ
ヲ
保
シ
難
シ
…
－
故
二
今
予
メ
決
闘
ノ
所
為
ハ
我
刑
法
二
於
テ
罰
ス
可
キ
モ
ノ
ナ
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
論
究
ス
ル
ハ
敢
テ
無
要
ノ
業
ニ

　
ア
ラ
ス
ト
信
ス
ル
ナ
リ
。
…
…
余
ハ
決
闘
ト
錐
モ
尋
常
一
様
ノ
殺
人
罪
ヲ
組
成
ス
ル
ニ
必
要
ナ
ル
条
件
ヲ
具
備
ス
ル
場
合
ニ
ハ
亦
之
レ
ヲ
罰
セ
サ
ル
可
カ
ラ
サ
ル

　
モ
ノ
ト
信
ス
ル
ナ
リ
。
…
…
例
ヘ
ハ
甲
乙
相
約
シ
テ
生
命
ヲ
賭
シ
、
其
期
日
ヲ
定
メ
テ
決
闘
ヲ
為
ス
如
キ
、
是
固
ヨ
リ
謀
殺
ト
ナ
ル
ヘ
キ
性
質
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ナ

　
　
　
明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
　
　
　
（
一
七
九
）



　
　
　
明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
　
　
　
（
一
八
○
）

　
リ
。
又
例
ヘ
ハ
臨
時
協
議
シ
テ
即
時
二
決
闘
ヲ
為
セ
シ
場
合
ノ
如
キ
若
シ
其
目
的
生
活
ヲ
賭
ス
ル
ニ
在
レ
ハ
是
故
殺
ヲ
以
テ
論
セ
サ
ル
可
ラ
サ
ル
ナ
リ
…
…
其
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
器
）

生
命
ヲ
賭
ス
ル
ニ
ア
ラ
ス
、
唯
負
傷
セ
シ
ム
ル
ニ
止
メ
ン
ト
ス
ル
コ
ト
ア
リ
。
其
場
合
ノ
如
キ
ハ
之
ヲ
殴
打
罪
二
間
ハ
サ
ル
可
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ
。

　
こ
の
論
者
は
、
決
闘
を
明
治
十
五
年
刑
法
に
照
し
、
そ
の
有
罪
論
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
同
雑
誌
第
六
ご
二
号
は
、
「
海
外
通
信
」
の
欄
に
「
英
国
軍
人
間
ノ
決
闘
」
と
題
し
、
最
近
の
イ
ギ
リ
ス
軍
人
の
間
で
は
、
決
闘
は
行

わ
ず
、
名
誉
の
回
復
は
す
べ
て
裁
判
所
へ
出
訴
し
て
行
う
風
潮
が
生
じ
た
が
、
そ
の
原
因
は
、
決
闘
の
生
存
者
が
謀
殺
罪
に
問
わ
れ
死
刑
に
な
つ

た
た
め
で
あ
る
こ
と
を
報
じ
、
さ
ら
に
「
近
頃
英
国
退
職
士
官
ド
ー
グ
レ
ー
ス
氏
ハ
軍
人
間
決
闘
ト
題
セ
ル
書
ヲ
著
ハ
シ
テ
之
ヲ
世
二
公
ニ
セ
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

力
其
書
中
昔
日
決
闘
ノ
コ
ト
ヲ
記
セ
リ
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
著
書
は
、
譲
旨
寅
目
∪
窪
笹
章
∪
幕
臣
鑛
∪
爵
・
甘
夢
①
＞
毒
ざ
ピ
o
巳
o
P

一
〇。
o

。
刈
の
こ
と
で
あ
る
．

　
つ
づ
い
て
同
雑
誌
第
六
二
二
号
は
、
法
律
問
題
と
し
て
「
決
闘
二
付
テ
ノ
問
」
を
掲
載
し
た
。
そ
れ
は
、
甲
男
乙
男
が
丙
女
に
懸
想
し
て
争

ひ
、
決
闘
を
な
す
こ
と
を
決
め
、
丁
男
を
立
会
人
に
選
ん
だ
と
こ
ろ
、
丁
男
も
又
丙
女
に
好
意
を
抱
い
て
い
た
の
で
、
彼
は
一
策
を
案
じ
、
甲
乙

に
す
す
め
て
、
毒
虫
の
入
つ
た
室
に
入
り
、
そ
の
虫
を
沢
山
殺
し
た
者
を
勝
と
す
る
決
闘
を
行
わ
し
め
、
そ
の
結
果
、
甲
乙
両
人
が
毒
死
し
た
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

合
、
丁
は
刑
法
上
い
か
な
る
責
任
を
負
う
か
と
い
う
設
間
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
同
誌
第
六
二
五
号
に
、
読
者
の
回
答
が
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
れ

は
「
我
刑
法
ハ
…
…
決
闘
ハ
特
二
之
ヲ
罰
ス
ル
ノ
正
条
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
」
で
あ
る
か
ら
「
謀
殺
ヲ
以
テ
論
シ
或
ハ
故
殺
ヲ
以
テ
論
セ
ラ
ル
」
べ
き

で
あ
る
が
、
丁
の
場
合
ハ
決
闘
の
教
唆
で
も
な
く
、
ま
た
「
甲
乙
ハ
自
殺
者
ナ
リ
ト
云
フ
ヲ
得
」
な
い
か
ら
自
殺
の
教
唆
で
も
な
い
し
、
さ
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

「
詐
称
誘
導
シ
テ
危
害
二
陥
イ
レ
タ
ル
モ
ノ
」
で
も
な
い
か
ら
、
丁
は
刑
法
上
は
無
罪
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
毒
虫
を
使
つ
て
の
「
決
闘
」

（
こ
れ
が
決
闘
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
が
）
は
、
万
国
法
律
週
報
第
三
一
号
に
「
墨
西
寄
の
国
府
」
に
実
際
に
起
つ
た
事
件
と
し
て
報
道
さ
れ
、
同

誌
の
編
集
者
は
、
そ
れ
に
「
愚
な
る
決
闘
」
と
題
し
「
西
洋
の
文
明
国
に
此
事
あ
り
と
聞
く
者
誰
か
其
愚
を
笑
は
ざ
る
者
あ
ら
ん
．
然
れ
ど
も
千

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

載
の
遺
風
一
朝
之
を
改
む
る
能
は
す
し
て
遂
に
此
に
至
る
。
悲
哉
」
と
述
べ
、
決
闘
に
対
し
、
批
判
的
立
場
を
採
つ
て
い
る
。
前
述
の
法
律
雑
誌



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴎
）

の
出
題
は
、
こ
の
実
例
に
ヒ
ン
ト
を
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
に
法
律
関
係
の
雑
誌
に
、
決
闘
を
め
ぐ
る
種
々
の
記
事
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
は
、
明
治
二
十
年
前
後
の
頃
、
法

律
家
の
間
に
、
決
闘
に
対
す
る
関
心
が
か
な
り
存
在
す
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
前
後
の
頃
か
ら
、
同
刑
法
に
関
す
る
註
釈
書
は
、
種
々
の
も
の
が
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
で
、
決
闘
を
い

か
に
取
扱
う
か
を
論
じ
た
も
の
は
、
私
の
知
る
限
り
に
お
い
て
、
明
治
二
十
一
年
五
月
出
版
の
江
木
衷
「
現
行
刑
法
各
論
」
が
、
そ
の
囑
矢
で
あ

る
。
江
木
は
、
決
闘
に
関
す
る
前
述
の
一
部
世
間
の
関
心
を
念
頭
に
お
き
、
と
く
に
決
闘
の
処
置
を
採
り
あ
げ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
江
木
は
次

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。

　
決
闘
…
…
ヲ
別
種
ノ
殺
人
罪
ト
為
シ
、
通
常
ノ
謀
故
罪
ヨ
リ
減
等
シ
タ
ル
刑
ヲ
以
テ
之
ヲ
罰
ス
ル
ノ
邦
国
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ス
ト
難
、
我
刑
法
ハ
全
ク
理
論
ヲ
根
拠

　
ト
シ
、
墨
ク
之
ヲ
謀
殺
若
ク
ハ
故
殺
ノ
罪
二
問
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ト
セ
リ
。
蓋
シ
決
闘
ノ
如
キ
ハ
、
我
邦
二
於
テ
ハ
未
タ
其
習
慣
ナ
キ
ヲ
以
テ
特
二
刑
法
二
於
テ
寛
典

　
二
処
ス
ル
カ
如
キ
ア
ラ
ハ
、
却
ツ
テ
此
悪
習
慣
ヲ
養
成
ス
ル
ノ
弊
害
ヲ
発
生
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
ヲ
期
セ
ズ
．
我
立
法
者
力
特
二
此
罪
ヲ
設
ケ
ス
、
通
常
ノ
謀
故
殺
ヲ

以
テ
其
罪
ヲ
処
断
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
セ
ル
ハ
、
実
二
其
当
ヲ
得
タ
リ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
さ
ら
に
江
木
は
、
翌
年
出
版
の
同
書
の
改
正
増
補
版
で
は
、
そ
の
説
明
も
増
補
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

　
欧
州
大
陸
諸
邦
二
於
テ
ハ
、
熱
血
ヲ
以
テ
恥
辱
ヲ
洗
源
ス
ヘ
シ
ト
ス
ル
封
建
ノ
余
習
尚
ホ
未
タ
人
心
ヲ
脱
セ
ス
。
習
慣
ノ
久
シ
キ
法
律
モ
亦
遂
二
此
勢
ヲ
制
ス

　
ル
コ
ト
能
ハ
ス
…
・
－
然
レ
ト
モ
理
論
上
二
於
テ
ハ
決
シ
テ
此
等
ノ
悪
習
ヲ
容
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
ー
…
第
一
決
闘
ハ
必
ス
シ
モ
一
定
ノ
目
的
就
中
名
誉
回
復
又

　
ハ
復
讐
等
ノ
目
的
ア
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
、
第
二
決
闘
ニ
ハ
此
等
ノ
目
的
ア
リ
ト
ス
ル
モ
、
名
誉
ハ
必
ス
シ
モ
腕
力
ト
併
行
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
下
等

無
名
誉
ノ
人
民
モ
尚
ホ
決
闘
ヲ
好
ム
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
名
誉
ヲ
鍛
損
セ
ラ
レ
タ
ル
決
闘
者
ニ
シ
テ
往
々
却
ッ
テ
反
撃
ヲ
受
ケ
失
敗
二
失
敗
ヲ
重
タ
ル
者
少
シ
ト
セ

　
ス
。
又
タ
復
讐
ヲ
以
テ
法
律
上
許
容
ス
ヘ
キ
者
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
単
二
決
闘
ノ
場
合
二
止
マ
ラ
ス
、
謀
殺
ノ
罪
ノ
過
半
ヲ
占
ム
ヘ
キ
復
讐
モ
亦
之
レ
ヲ
特
別
ノ
一

　
罪
ト
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ニ
至
ル
ヘ
シ

　
彼
の
所
論
は
、
決
闘
に
よ
る
殺
人
は
、
当
然
に
刑
法
上
の
謀
殺
、
故
殺
を
以
て
論
ず
べ
き
も
の
と
し
、
そ
れ
を
と
く
に
軽
く
罰
す
る
措
置
に
は

反
対
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
決
闘
の
申
込
、
承
諾
を
、
刑
法
上
い
か
に
取
扱
う
か
に
つ
い
て
は
、
論
及
し
て
い
な
い
。

　
　
　
明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
　
　
（
一
八
一
）



　
　
　
明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
　
　
　
（
一
八
二
）

　
江
木
の
著
書
の
第
一
版
出
版
直
後
．
た
ま
た
ま
フ
ラ
γ
ス
に
お
い
て
、
政
治
上
の
争
い
か
ら
内
務
大
臣
ブ
ー
ラ
ン
ゼ
（
ρ
コ
浮
爵
眞
8
と
将

軍
フ
・
ヶ
1
（
ρ
■
固
8
ま
φ
）
と
が
決
闘
を
行
い
、
両
名
共
に
負
傷
し
た
事
件
が
発
生
し
た
。
同
年
七
月
十
三
日
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
件

は
、
直
ち
に
日
本
の
新
聞
に
も
伝
え
ら
れ
た
。
例
え
ば
七
月
十
七
日
・
東
京
日
日
新
聞
は
、
ロ
ソ
ド
ン
特
電
と
し
て
そ
れ
を
報
道
し
「
議
論
の
果

て
血
気
に
早
や
り
て
、
動
も
す
れ
ば
決
闘
を
試
む
る
は
仏
人
の
性
質
に
し
て
、
文
明
と
誇
り
な
が
ら
も
野
蛮
の
遺
風
を
存
す
る
の
実
証
な
り
…
．
．
．

身
を
以
て
大
国
の
柱
石
と
許
す
人
々
に
し
て
尚
ほ
此
挙
動
あ
る
は
、
些
々
た
る
一
身
の
栄
辱
の
為
に
、
国
家
の
大
事
を
忘
る
』
も
の
と
云
ふ
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

く
、
真
の
愛
国
者
の
業
と
云
ふ
可
ら
ず
」
と
、
そ
れ
を
批
評
し
て
い
る
．
し
か
し
、
他
方
で
は
そ
れ
を
賞
揚
す
る
議
論
も
あ
つ
た
。
例
え
ば
、

「
日
本
之
時
事
」
第
七
号
に
寄
せ
た
俣
野
時
中
の
「
政
治
社
会
の
決
闘
」
の
ご
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
彼
は
「
世
人
ハ
決
闘
ヲ
評
シ
テ
、
野
蛮
時

代
ノ
遺
伝
ト
ナ
シ
、
大
二
之
ヲ
鄙
ム
ナ
リ
、
決
闘
ハ
固
ヨ
リ
文
化
開
明
ノ
風
俗
ト
調
和
セ
ザ
ル
可
シ
。
然
レ
ト
モ
一
概
二
之
ヲ
按
斥
ス
可
ラ
ズ
…

…
近
来
世
人
ノ
耳
目
ヲ
饗
動
シ
タ
ル
所
ノ
仏
蘭
西
ノ
名
士
フ
・
ッ
ケ
氏
及
ヒ
ブ
ラ
ン
ゼ
ー
氏
ノ
決
闘
ハ
世
人
鴛
々
非
難
ヲ
加
フ
ル
モ
、
余
ハ
決
シ

テ
之
ヲ
沓
ム
ル
ヲ
敢
テ
セ
ザ
ル
ナ
リ
。
…
…
顧
ミ
テ
東
洋
社
会
ノ
状
態
ヲ
通
観
セ
ヨ
、
古
今
政
治
家
ノ
陰
険
ニ
シ
テ
且
ツ
残
忍
ナ
ル
ヤ
、
若
シ
欧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

米
諸
国
二
於
ケ
ル
政
治
家
ノ
決
闘
ヲ
試
ム
ル
者
二
較
ス
ル
ト
キ
ハ
、
更
二
幾
等
力
文
明
開
明
ノ
点
二
劣
レ
ル
ヲ
知
ル
可
シ
云
々
」
と
述
べ
て
い

る
。
こ
う
し
た
所
論
が
、
血
気
に
は
や
る
一
部
青
年
の
決
闘
に
対
す
る
興
味
と
関
心
を
そ
そ
つ
た
こ
と
は
、
容
易
に
推
察
で
き
よ
う
。
同
年
九
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
ち
　
　
　
へ
　
　
　
へ

以
降
、
決
闘
申
込
事
件
流
行
の
き
つ
か
け
と
な
つ
た
松
岡
好
一
の
犬
養
毅
に
対
す
る
決
闘
申
出
は
、
直
接
に
は
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
決
闘

事
件
に
刺
激
さ
れ
た
出
来
事
で
あ
つ
た
と
み
て
い
い
。

　
（
1
）
　
こ
の
事
情
は
、
萩
原
延
寿
「
馬
場
辰
猪
」
（
昭
和
四
十
二
年
）
・
七
六
頁
以
下
、
三
〇
〇
頁
以
下
に
詳
し
い
。
な
お
、
西
田
長
寿
「
馬
場
辰
猪
」
・
「
民
権
論
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

　
　
ム
ヘ
」
・
明
治
史
研
究
叢
書
第
四
巻
（
昭
和
三
十
二
年
）
・
一
二
五
頁
以
下
、
安
永
梧
郎
「
馬
場
辰
猪
」
（
明
治
三
十
年
）
・
二
四
四
頁
以
下
等
参
照
．
な
お
、
真
辺
の
伝
に
、
寺
石
正

　
　
路
「
土
佐
偉
人
伝
」
（
大
正
三
年
Y
四
一
一
頁
以
下
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
（
2
）
　
「
外
国
裁
判
ノ
部
・
法
庭
ノ
雄
弁
」
・
ヂ
ュ
パ
ン
、
ネ
ー
ネ
氏
「
決
闘
論
」
・
法
律
雑
誌
第
一
四
七
号
（
明
治
十
四
年
一
月
Y
八
枚
表
以
下
、
第
一
四
九
号
（
同
年
同
月
）
・
六

　
　
枚
表
以
下
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

（
3
）
　
こ
の
「
外
国
裁
判
ノ
部
」
は
、
「
頃
者
学
友
某
適
仏
国
法
庭
ノ
雄
弁
ト
題
セ
ル
一
書
ヲ
得
タ
リ
．
白
今
時
々
之
ヲ
抄
訳
シ
テ
外
国
裁
判
ノ
部
二
載
セ
ン
ト
ス
」
と
前
書
し
て
、

同
誌
第
一
二
七
号
（
明
治
十
三
年
八
月
）
以
降
、
断
続
的
に
連
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
（
同
号
・
九
枚
表
裏
参
照
）
．

（
4
）
　
卑
O
貰
蚕
鼠
一
勺
ま
器
3
母
。
客
窪
目
首
暫
一
一
〇
。
①
＠
霊
冨
」
o。
o。
o

。
噂
》
一
お
な
お
、
後
ち
に
述
べ
る
日
本
に
お
い
て
決
闘
論
議
が
盛
ん
に
な
つ
た
頃
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に

お
い
て
は
、
決
闘
が
与
論
の
支
持
を
う
け
て
ほ
と
ん
ど
処
罰
さ
れ
な
か
つ
た
状
況
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
日
本
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
例
え
ば
、
「
決
闘
に
関
す
る
独
仏
の
刑

法
」
・
明
治
二
十
一
年
九
月
十
四
日
・
読
売
新
聞
）
。

（
5
×
6
）
　
こ
の
討
論
会
の
筆
記
は
、
国
友
雑
誌
第
三
一
号
（
明
治
十
四
年
八
月
）
・
六
頁
以
下
、
第
三
二
号
（
同
年
九
月
）
・
五
頁
以
下
に
連
載
さ
れ
、
後
ち
に
、
明
治
二
十
一
年
二

月
発
行
の
羽
成
恵
造
編
「
演
説
討
論
集
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
の
引
用
は
、
便
宜
上
後
者
に
よ
る
。
な
お
、
国
友
雑
誌
の
発
行
の
月
か
ら
み
て
、
討
論
会
の
行
わ
れ
た
の

　
は
、
十
四
年
六
、
七
月
頃
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ま
正
確
な
月
日
は
確
め
え
な
い
．

（
7
）
　
西
田
長
寿
氏
は
「
馬
場
辰
猪
発
議
の
討
論
題
『
決
闘
論
』
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
（
西
田
・
前
掲
書
二
八
九
頁
）
、
筆
記
録
で
み
る
限
り
で
は
、
原
猪
作
が
発
議
者
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
決
闘
申
込
経
験
者
の
馬
場
が
、
実
際
上
の
発
議
者
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
十
分
考
え
ら
れ
る
。
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1灘難馨1欝撰1
前
掲
討
論
集
・
八
四
頁
－
八
五
頁
。

前
掲
書
・
八
五
頁
、
八
六
頁
ー
八
七
頁
。

前
掲
書
・
八
五
頁
ー
八
六
頁
。

前
掲
書
・
八
七
頁
－
八
八
頁
．

前
掲
書
・
八
八
頁
－
八
九
頁
、
九
一
頁
－
九
二
頁
。

前
掲
書
・
八
八
頁
、
九
〇
頁
ー
九
一
頁
。

前
掲
書
・
八
九
頁
－
九
〇
頁
．

　
　
前
掲
書
・
九
三
頁
．

「
決
闘
論
」
・
法
律
志
叢
第
八
五
号
（
明
治
十
四
年
十
二
月
）
・
六
頁
以
下
、
第
八
六
号
（
同
月
）
・
五
頁
以
下
、
第
八
八
号

　
　
　
　
　
こ
の
論
考
は
、
明
治
大
学
歴
史
編
纂
資
料
室
の
宮
川
康
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。
記
し
て
そ
の
学
恩
を
謝
す
．

前
掲
論
文
・
前
掲
志
叢
第
八
五
号
・
一
一
頁
。

前
掲
論
文
・
前
掲
志
叢
第
八
五
号
・
六
頁
－
七
頁
．

前
掲
論
文
・
前
掲
志
叢
第
八
五
号
・
九
頁
。

前
掲
論
文
・
前
掲
志
叢
第
八
五
号
二
二
頁
ー
一
三
頁
。

前
掲
論
文
・
前
掲
志
叢
第
八
六
号
・
六
頁
－
七
頁
．

前
掲
論
文
・
前
掲
志
叢
第
八
六
号
・
九
頁
－
一
一
頁
。

前
掲
論
文
・
前
掲
志
叢
第
八
八
号
・
一
三
頁
。

明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
一
）

（
同
十
五
年
一
月
）
・
一
二
頁
以
下
、
第
八
九
号
（
同

二
七

（
一
八
三
）



明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
一
）

二
八

（
一
八
四
）

（
2
5
）
　
前
掲
論
文
・
前
掲
志
叢
第
八
八
号
・
一
七
頁
、
第
八
九
号
・
五
頁
ー
八
頁
．

（
2
6
）
紫
漠
会
は
、
明
治
十
四
年
八
月
、
安
場
保
和
、
古
荘
喜
門
、
佐
々
友
房
ら
が
中
心
で
熊
本
に
創
立
さ
れ
た
国
家
主
義
の
政
社
で
あ
る
（
朝
日
新
聞
社
編
「
県
政
物
語
」
、
昭
和

三
年
・
五
〇
七
頁
ー
五
〇
八
頁
）
。

（
27
）
　
盈
進
社
は
、
明
治
十
三
年
、
遠
藤
秀
景
、
河
瀬
貫
一
郎
ら
が
中
心
で
金
沢
に
創
立
さ
れ
た
自
由
民
権
派
の
政
社
で
あ
る
（
前
掲
県
政
物
語
・
二
四
〇
頁
）
。

（
28
）
　
明
治
十
六
年
一
月
二
十
四
日
・
愛
知
新
聞
、
同
月
二
十
八
日
・
東
京
横
浜
毎
日
新
聞
に
「
名
古
屋
の
決
闘
」
と
題
す
る
記
事
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
借
金
の
こ
と
か
ら
の
偶
発
的

暴
力
事
件
で
あ
る
。

パ　　　　　　　　　　　　　　　ハ　　　　
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を
え
た
と
は
い
え
な
い
が
、

　
2
フ
。

（
3
5
）
　
本
文
に
掲
げ
た
以
外
に
も
、
万
国
法
律
週
報
第
二
六
号
（
二
十
年
七
月
）
に
は
、
同
年
七
月
十
日
、
横
浜
で
ア
メ
リ
カ
水
兵
が
決
闘
し
て
負
傷
し
、
領
事
館
へ
引
渡
さ
れ
た
事

件
を
報
道
し
（
三
九
頁
）
、
ま
た
、
法
律
雑
誌
第
六
五
七
号
（
二
十
一
年
三
月
）
の
問
答
欄
に
、
乙
の
妻
丙
に
恋
慕
し
た
甲
が
、
丙
を
教
唆
し
て
乙
と
離
婚
さ
せ
、
さ
ら
に
乙
丙
間

に
決
闘
を
行
わ
せ
、
丙
の
卑
怯
な
方
法
で
乙
が
痩
人
と
な
つ
た
場
合
、
甲
丙
の
責
任
如
何
と
い
う
問
題
が
あ
り
（
一
八
二
頁
以
下
）
、
そ
れ
に
対
す
る
回
答
が
同
誌
第
六
五
九
号
（
同

前
）
に
寄
せ
ら
れ
、
丙
は
謀
殺
未
遂
、
甲
は
そ
の
教
唆
、
但
し
乙
は
離
婚
に
よ
る
損
害
賠
償
は
請
求
で
き
な
い
と
し
て
い
る
（
二
四
〇
頁
以
下
）
。

（
3
6
）
　
江
木
衷
「
現
行
刑
法
各
論
」
（
明
治
二
十
一
年
）
・
二
七
二
頁
－
二
七
三
頁
。

（
3
7
）
　
江
木
「
改
正
増
補
現
行
刑
法
各
論
」
（
明
治
二
十
二
年
）
・
二
八
一
頁
－
二
八
三
頁
。

（
38
）
　
東
京
日
日
新
聞
は
、
さ
ら
に
同
年
八
月
十
一
日
、
九
月
五
日
に
も
、
そ
の
詳
報
と
批
判
を
掲
載
し
て
い
る
。
ま
た
「
日
本
之
時
事
」
第
一
七
号
（
明
治
二
十
二
年
二
月
）
に

　
は
フ
ラ
ン
ス
の
新
聞
か
ら
決
闘
の
状
況
が
詳
し
く
訳
載
さ
れ
て
い
る
（
四
二
頁
以
下
）
。

（
3
9
）
　
俣
野
時
中
「
政
治
社
会
の
決
闘
」
・
日
本
之
時
事
第
七
号
（
明
治
二
十
一
年
九
月
）
・
一
九
頁
－
二
一
頁
。
俣
野
は
、
こ
れ
と
別
に
、
「
決
闘
論
」
を
、
日
本
之
法
律
第
八
号
（
同

年
九
月
）
・
六
頁
以
下
、
第
九
号
（
同
年
十
月
）
・
九
頁
以
下
に
も
連
載
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
独
仏
両
国
に
お
け
る
決
闘
の
法
律
上
の
取
扱
い
を
主
と
し
て
説
明
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
最
後
の
結
論
で
、
日
本
の
刑
法
に
は
決
闘
罪
が
な
い
が
、
「
決
闘
ハ
全
ク
犯
罪
」
で
あ
る
か
ら
謀
殺
あ
る
い
は
殴
打
創
傷
を
以
て
論
す
べ
ぎ
も
の
と
し
て
い
る
（
第
九
号
・
一

〇
頁
）
。
こ
の
論
旨
は
、
前
掲
政
治
社
会
の
決
闘
の
所
論
と
ち
ぐ
は
ぐ
で
あ
る
。
こ
の
論
考
お
よ
び
「
決
闘
論
」
の
中
、
第
八
号
所
載
分
を
執
筆
し
た
と
ぎ
は
、
ま
だ
次
節
に
述
べ

る
松
岡
対
犬
養
の
決
闘
申
込
事
件
が
発
生
し
て
い
な
か
つ
た
た
め
漫
然
と
決
闘
礼
讃
論
を
述
べ
て
い
た
と
こ
ろ
．
現
実
に
そ
う
し
た
問
題
が
起
り
、
社
会
的
に
大
き
な
反
響
を
呼
ん

呑
月
酔
人
「
決
闘
論
」
・
法
律
雑
誌
第
五
九
四
号
（
明
治
二
十
年
四
月
）
・
九
〇
頁
ー
九
三
頁
。
筆
者
の
実
名
は
不
明
で
あ
る
。

「
英
国
軍
人
間
ノ
決
闘
」
・
法
律
雑
誌
第
六
．
一
三
号
（
明
治
二
十
年
七
月
）
1
六
四
〇
頁
。

好
法
生
「
決
闘
二
付
テ
ノ
問
」
・
法
律
雑
誌
第
六
二
二
号
（
明
治
二
十
年
九
月
）
・
四
六
頁
以
下
。

包
荒
生
「
決
闘
二
付
テ
ノ
問
二
答
フ
」
・
法
律
雑
誌
第
六
二
五
号
（
明
治
二
十
年
九
月
）
・
二
一
五
頁
以
下
。

「
愚
な
る
決
闘
」
・
万
国
法
律
週
報
第
三
一
号
（
明
治
二
十
年
九
月
）
・
三
四
頁
以
下
。

万
国
法
律
週
報
第
三
一
号
は
二
十
年
九
月
十
五
日
の
発
行
、
法
律
雑
誌
第
六
二
二
号
は
同
年
同
月
十
三
日
の
発
行
で
あ
る
か
ら
、
後
者
の
設
間
が
、
前
者
に
掲
載
さ
れ
た
実
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
そ
ら
く
こ
の
メ
キ
シ
コ
の
実
例
は
、
同
年
八
月
頃
の
一
部
新
聞
に
報
道
さ
れ
て
お
り
、
出
題
者
は
そ
れ
を
み
て
問
題
を
作
つ
た
の
で
あ
ろ



だ
の
で
、
あ
わ
て
て
決
闘
有
罪
論
を
．
そ
の
論
考
の
宋
尾
に
附
け
加
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四
　
明
治
二
十
一
年
高
島
炭
鉱
間
題
を
契
機
と
す
る
決
闘
の
流
行

　
前
に
も
二
言
し
た
ご
と
く
、
明
治
二
十
一
年
秋
以
降
、
決
闘
申
込
事
件
が
流
行
す
る
事
態
が
発
生
し
だ
が
、
そ
の
発
端
は
、
長
崎
県
の
高
島
炭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

鉱
に
お
け
る
坑
夫
処
遇
の
問
題
で
あ
る
。
同
年
六
月
、
雑
誌
「
日
本
人
」
第
六
号
に
、
松
岡
好
一
の
「
高
島
炭
鉱
の
惨
状
」
と
題
す
る
一
文
が
掲

載
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
十
八
年
の
末
、
松
岡
が
同
炭
鉱
を
訪
れ
た
視
察
記
で
、
坑
夫
虐
待
の
状
況
を
詳
し
く
述
べ
「
人
類
三
千
の
坑
夫
を
使
役
駆
逐

す
る
最
苛
最
酷
に
し
て
牛
馬
も
蕾
な
ら
ず
惨
憺
た
る
状
状
は
仏
氏
の
所
謂
修
羅
の
巷
に
し
て
坑
夫
は
宛
然
餓
鬼
の
如
く
－
…
哀
れ
な
る
哉
三
千
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

坑
夫
よ
…
…
汝
等
が
惨
状
を
汝
等
に
代
は
り
て
博
愛
の
天
地
神
明
に
訴
へ
江
湖
の
仁
人
君
子
に
告
ぐ
」
と
、
は
げ
し
い
口
調
で
世
間
に
訴
え
た
も

の
で
あ
る
。
つ
づ
い
て
同
誌
第
七
号
（
七
月
）
の
雑
報
欄
は
「
我
政
府
も
亦
実
地
探
偵
の
労
を
執
り
…
…
速
か
に
厳
格
な
る
方
法
を
設
け
三
千
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

蒼
生
を
保
護
救
済
し
其
本
分
を
尽
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
述
べ
、
政
府
の
措
置
を
う
な
が
し
た
。
さ
ら
に
同
誌
第
九
号
（
八
月
）
は
、
そ
の
大
半

を
高
島
炭
鉱
の
問
題
に
費
し
、
い
わ
ば
特
集
号
と
も
云
う
べ
き
体
裁
に
な
つ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
論
説
と
し
て
今
外
三
郎
「
高
島
炭
鉱
」
、
三
宅

雄
二
郎
「
三
千
の
奴
隷
を
如
何
に
す
べ
き
」
、
吉
本
嚢
の
長
篇
投
書
「
天
下
の
人
士
に
訴
ふ
」
な
ど
が
あ
り
、
松
岡
も
ふ
た
た
び
「
日
本
読
者
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

君
に
告
ぐ
」
を
書
い
て
い
る
。
中
で
も
、
吉
本
の
一
文
は
、
か
つ
て
高
島
炭
鉱
に
勤
務
し
た
者
の
暴
露
記
事
で
あ
つ
た
た
め
、
も
つ
と
も
つ
よ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

感
銘
を
読
者
に
あ
た
え
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
「
日
本
人
」
の
は
な
ば
な
し
い
論
陣
は
、
大
い
に
世
論
を
喚
起
し
た
。
八
月
中
旬
、
東
京
の
各
新

聞
社
で
は
、
記
者
を
現
地
へ
特
派
す
る
と
こ
ろ
も
あ
ら
わ
れ
た
。
例
え
ぽ
、
郵
便
報
知
新
聞
か
ら
は
加
藤
政
之
助
、
朝
野
新
聞
か
ら
は
犬
養
毅
が

特
派
さ
れ
た
。
当
時
、
犬
養
は
実
業
界
視
察
の
目
的
で
九
州
地
方
を
旅
行
中
で
あ
つ
た
が
、
予
定
を
変
更
し
て
現
地
へ
急
行
し
た
の
で
あ
る
。
事

態
を
憂
慮
し
た
政
府
も
警
保
局
長
清
浦
奎
吾
を
派
遣
し
た
。
八
月
末
に
帰
京
し
た
犬
養
は
、
同
月
二
十
九
日
か
ら
朝
野
新
聞
へ
「
高
島
炭
鉱
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

況
」
を
連
載
し
は
じ
め
、
九
月
十
三
日
ま
で
つ
づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
視
察
記
は
、
炭
鉱
の
状
況
を
微
に
入
り
細
に
亘
つ
て
報
告
し
た
も
の
で
、
と

　
　
　
明
治
中
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に
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決
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一
考
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（
一
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八
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三
〇
　
　
　
（
一
八
六
）

く
に
正
面
か
ら
松
岡
ら
の
説
を
反
駁
し
た
と
こ
ろ
は
み
あ
た
ら
な
い
が
、
炭
鉱
内
の
坑
夫
の
処
遇
に
は
と
く
に
非
人
道
的
な
点
は
な
い
と
い
う
論

旨
に
満
ち
て
い
た
た
め
、
松
岡
の
憤
激
を
買
つ
た
の
で
あ
る
。
松
岡
は
、
犬
養
の
報
告
の
完
結
を
ま
た
ず
、
九
月
三
日
附
の
決
闘
状
を
犬
養
へ
送

つ
た
。
決
闘
介
添
人
に
は
、
「
日
本
人
」
の
同
人
三
宅
雄
二
郎
と
志
賀
重
昂
の
二
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
本
人
の
了
解
を
え
て
指
名
さ
れ
て
い
る
。
犬

養
が
決
闘
の
申
込
を
う
け
た
と
い
う
一
件
は
、
い
ち
早
く
九
月
五
日
・
や
ま
と
新
聞
と
東
京
朝
日
新
聞
に
報
道
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
頃
、
犬

養
は
伊
香
保
温
泉
へ
行
つ
て
お
り
、
決
闘
申
込
の
事
実
を
知
ら
な
か
つ
た
．
そ
れ
が
た
め
、
朝
野
新
聞
社
は
、
や
ま
と
新
聞
と
朝
日
新
聞
に
記
事

の
取
消
を
求
め
、
両
新
聞
は
、
九
月
八
日
の
紙
上
で
、
そ
れ
を
取
消
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
犬
養
が
帰
京
し
、
決
闘
申
込
が
事
実
で
あ
る
こ
と
が
、

は
じ
め
て
判
明
し
、
朝
野
新
聞
は
同
月
十
一
日
の
紙
上
に
、
松
岡
の
決
闘
状
、
介
添
人
の
書
簡
、
そ
れ
に
対
す
る
九
月
十
日
附
犬
養
の
拒
絶
状
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ど
と
共
に
、
犬
養
の
説
明
文
を
発
表
し
た
。
　
こ
の
事
件
が
、
九
月
十
二
日
以
降
、
各
新
聞
に
報
道
さ
れ
る
や
（
例
え
ば
九
月
士
百
．
東
京
朝
日
新

聞
、
九
月
十
三
日
・
東
京
日
日
新
聞
）
、
俄
然
、
決
闘
の
一
件
は
世
間
の
視
聴
を
あ
つ
め
た
。
高
島
炭
鉱
の
問
題
は
、
九
月
の
は
じ
め
に
帰
京
し
た
清

浦
警
保
局
長
が
、
十
三
日
に
記
者
会
見
を
行
い
、
且
つ
談
話
要
旨
の
文
書
を
配
布
、
そ
れ
が
十
四
日
以
降
の
各
新
聞
あ
る
い
は
雑
誌
に
掲
載
さ
れ

（
8
）

た
が
、
清
浦
の
所
見
は
犬
養
の
所
説
と
大
同
小
異
で
あ
り
．
「
出
張
前
聞
得
た
る
惨
状
も
実
地
視
察
す
る
所
に
拠
れ
ば
多
く
は
過
去
の
一
夢
に
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

し
現
今
は
既
に
其
痕
跡
を
止
め
ざ
る
も
の
」
と
い
う
報
告
で
あ
つ
た
か
ら
世
論
は
平
静
に
戻
つ
た
。
否
、
炭
鉱
問
題
は
決
闘
間
題
の
影
に
か
く
れ

て
消
滅
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ち
　
　
へ
　
　
ち

　
こ
の
松
岡
対
犬
養
の
決
闘
事
件
を
き
つ
か
け
と
し
、
決
闘
是
非
論
が
活
溌
に
展
開
さ
れ
た
が
、
そ
の
状
況
は
次
節
に
ゆ
ず
り
、
こ
こ
で
は
、
こ

の
事
件
を
模
倣
し
各
地
に
続
出
し
た
決
闘
事
件
を
、
当
時
の
新
聞
お
よ
び
そ
の
他
の
文
献
か
ら
拾
い
あ
げ
て
列
挙
す
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

〇
二
十
一
年
九
月
。
京
都
の
侠
客
林
丑
之
助
が
、
京
都
府
警
部
長
財
部
莞
に
、
決
闘
状
を
送
つ
た
。
そ
の
原
因
は
、
京
都
地
方
の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
財
部
の
談

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

話
の
中
に
、
林
を
侮
辱
す
る
言
葉
が
あ
つ
た
た
め
と
い
う
。

○
同
月
。
東
京
山
の
手
の
質
屋
の
娘
が
雇
人
と
恋
愛
し
結
婚
の
約
束
を
し
た
が
、
両
親
が
反
対
し
て
雇
人
を
追
い
出
し
、
別
の
男
を
婿
に
選
び
婚
礼
を
行
つ
た
と



　
こ
ろ
、
そ
の
元
の
雇
人
が
。
そ
の
婚
礼
の
日
に
、
婿
に
対
し
て
決
闘
状
を
郵
送
し
た
（
九
月
二
十
一
日
・
讃
売
新
聞
に
よ
る
）
．

O
同
月
。
東
京
吉
原
の
女
郎
屋
丸
亀
の
娼
妓
千
鳥
を
め
ぐ
つ
て
争
つ
て
い
た
医
学
書
生
と
法
律
書
生
が
あ
り
、
本
月
二
十
五
日
、
医
学
書
生
の
方
か
ら
決
闘
状
を

　
送
つ
た
（
九
月
二
十
八
日
・
読
売
新
聞
に
よ
る
）
。

○
同
年
十
月
。
東
京
品
川
の
常
陸
楼
の
遺
手
お
菊
を
め
ぐ
り
、
先
々
夫
定
吉
と
先
夫
歌
太
郎
と
が
争
い
、
同
所
の
親
分
格
下
野
政
吉
宅
で
素
手
の
決
闘
を
行
い
、

　
歌
太
郎
が
勝
ち
、
ふ
た
た
び
お
菊
の
夫
に
な
つ
た
と
い
う
。
こ
の
事
件
を
報
じ
た
十
月
二
十
三
日
・
東
京
朝
目
新
聞
は
「
文
明
の
華
ぢ
や
、
イ
ヤ
野
蛮
の
嵐

　
ぢ
や
と
、
一
時
世
間
を
騒
が
し
た
決
闘
も
段
々
下
落
し
て
…
…
妓
夫
の
娯
争
ひ
に
用
ら
る
る
事
と
は
な
れ
り
」
と
述
べ
て
い
る
。

○
同
月
。
新
潟
新
聞
社
に
対
し
、
或
る
読
者
か
ら
、
本
月
十
四
日
、
寄
居
浜
に
社
員
を
派
遣
し
、
決
闘
に
応
ず
る
よ
う
申
込
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
原
因
は
、
本
月

　
五
日
以
降
の
同
新
聞
社
説
「
農
商
工
民
と
士
族
」
の
中
で
、
士
族
は
智
力
、
財
力
、
腕
力
共
に
劣
る
と
い
う
論
旨
が
あ
つ
た
た
め
と
い
う
（
十
月
十
七
日
・
東
京

　
朝
日
新
聞
に
よ
る
）
。
旧
武
士
の
怒
り
を
買
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。

○
同
年
十
一
月
。
和
歌
山
県
有
田
郡
山
田
原
村
の
壮
士
御
前
文
之
血
が
、
尾
村
虎
太
郎
、
前
川
虎
造
を
介
添
人
と
し
．
県
会
議
員
望
月
右
内
に
本
月
八
日
附
の
決

　
闘
状
を
送
つ
た
。
そ
の
理
由
は
、
同
年
七
月
、
井
上
馨
が
黒
田
内
閣
に
入
閣
し
た
の
を
祝
し
、
望
月
が
県
民
総
代
と
し
て
上
京
し
た
の
は
借
越
で
あ
る
と
い
う

　
の
で
あ
る
。
介
添
人
の
添
書
に
は
、
被
申
込
人
も
介
添
人
を
選
ぶ
こ
と
、
決
闘
の
場
所
と
武
器
は
、
被
申
込
人
の
選
択
に
任
す
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

　
か
し
、
望
月
は
、
即
日
、
文
書
を
以
て
そ
の
申
出
を
拒
絶
し
た
（
十
一
月
＋
四
日
．
朝
野
新
聞
に
よ
る
）
。
望
月
は
、
当
時
、
和
歌
山
政
界
の
大
立
物
で
あ
る
。

○
同
月
。
徳
島
県
知
事
酒
井
明
に
対
し
、
西
覚
円
村
の
水
害
農
民
代
表
か
ら
、
同
月
二
十
日
朝
、
名
東
郡
喰
食
川
原
で
日
本
刀
を
以
て
決
闘
を
行
う
よ
う
申
込
状

　
が
と
ど
け
ら
れ
た
が
、
差
出
人
は
不
明
で
あ
つ
た
（
十
一
月
二
＋
一
日
・
東
京
朝
日
新
聞
に
よ
る
）
。
同
県
で
は
、
明
治
十
九
年
以
降
、
吉
野
川
改
修
工
事
を
行
つ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
た
が
、
二
十
一
年
七
月
の
水
害
で
西
覚
円
村
を
中
心
に
、
死
者
二
十
六
人
、
流
水
家
屋
一
八
△
尺
冠
水
田
畑
四
〇
〇
町
歩
の
被
害
を
う
け
た
。
そ
の
原
因
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
纈
）

　
工
事
の
不
備
に
あ
つ
た
と
さ
れ
、
土
木
課
長
岩
木
晴
之
は
、
非
職
に
な
つ
た
が
、
農
民
の
憤
激
は
な
お
、
収
ま
ら
ず
、
県
知
事
に
対
し
て
暗
殺
を
申
入
れ
脅
迫

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
し
た
者
も
あ
つ
た
か
ら
、
決
闘
申
込
も
．
そ
れ
に
類
す
る
脅
迫
か
と
思
わ
れ
る
。

○
同
月
。
群
馬
県
高
崎
の
俳
譜
改
良
会
は
、
矢
竹
其
山
を
代
表
と
し
、
新
潟
県
の
俳
人
難
波
難
濤
の
句
解
に
誤
説
が
多
く
俳
道
の
弊
風
を
か
も
す
と
し
て
決
闘
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
正
）

申
込
ん
だ
。
難
波
は
労
を
惜
ま
ず
に
来
る
な
ら
ば
、
決
闘
に
応
ず
る
と
答
え
た
と
い
う
（
＋
一
月
二
＋
一
日
・
東
京
日
目
新
聞
に
よ
る
）
。

○
同
月
。
宮
城
県
加
美
郡
の
中
島
金
也
が
、
県
会
議
員
新
妻
政
敬
へ
決
闘
状
を
送
つ
た
．
そ
の
理
由
は
、
中
島
ら
が
計
画
、
請
願
し
た
新
道
建
設
が
県
議
会
の
調

査
委
員
会
で
否
決
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
新
妻
議
員
の
主
張
に
も
と
づ
く
も
の
と
推
察
L
た
た
め
と
い
う
（
＋
一
月
二
十
一
日
・
郵
便
報
知
新
聞
に
よ
る
）
。

○
同
月
。
山
梨
県
甲
府
に
滞
在
し
て
い
た
和
歌
山
県
の
壮
士
貴
志
於
菟
哉
が
、
峡
陽
与
論
新
報
の
記
者
池
沢
万
寿
吉
に
対
し
、
大
沢
幸
作
を
介
添
人
と
し
、
決
闘
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（
一
八
八
）

　
を
申
込
ん
だ
。
決
闘
状
に
よ
る
と
、
池
沢
を
目
し
て
「
我
公
衆
の
利
益
を
損
じ
、
我
社
会
の
安
寧
を
害
す
る
」
「
偽
政
治
家
」
と
き
め
つ
け
て
い
る
。
介
添
人
の

添
書
に
は
、
場
所
、
日
時
、
武
器
は
被
申
込
人
の
選
択
に
ま
か
せ
、
ま
た
被
申
込
人
の
側
で
も
介
添
人
を
選
ぶ
こ
と
を
申
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
池
沢
は
文

書
で
こ
れ
を
拒
絶
し
た
。
そ
の
回
答
書
に
は
「
小
生
固
よ
り
決
闘
は
余
り
嫌
ひ
な
る
者
に
て
も
無
之
候
得
共
、
貴
下
と
は
…
…
互
に
意
見
の
あ
る
処
を
論
弁
せ

　
し
事
も
無
之
、
故
に
其
何
の
為
め
に
決
闘
す
る
か
、
ま
だ
其
理
由
も
不
相
分
云
々
」
と
述
べ
て
い
る
（
十
一
月
二
十
五
日
．
絵
入
朝
野
新
聞
に
よ
る
）
。
そ
の
直
後
、

　
こ
ん
ど
は
池
沢
の
同
僚
清
水
作
太
郎
が
、
甲
府
の
剣
客
三
浦
周
之
輔
を
介
添
人
に
し
て
、
貴
志
に
対
し
て
決
闘
を
申
込
ん
だ
が
、
貴
志
は
そ
れ
を
拒
絶
し
た
と

　
い
う
（
十
一
月
二
十
九
日
・
同
新
聞
に
よ
る
）
。

○
同
年
十
二
月
。
東
京
神
田
三
崎
町
の
石
職
広
井
太
郎
次
が
、
妹
の
夫
稲
垣
新
太
郎
に
借
金
の
無
心
を
し
ば
し
ぽ
行
い
、
断
ら
れ
る
や
、
決
闘
す
る
か
ま
た
は
妹

　
と
離
婚
す
る
か
と
脅
迫
、
遂
に
稲
垣
の
住
む
家
の
持
ち
主
で
あ
る
枢
密
顧
問
官
川
村
純
義
邸
へ
押
し
か
け
、
決
闘
の
立
会
人
に
な
る
こ
と
を
申
入
れ
た
（
十
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

　
月
十
一
日
・
東
京
朝
日
新
聞
に
よ
る
）
。

○
同
月
。
京
都
上
京
区
の
八
木
源
助
が
、
道
樽
伊
三
郎
を
介
添
人
と
し
、
本
月
八
日
、
戸
長
伊
東
吉
作
に
決
闘
状
を
送
つ
た
。
伊
東
が
同
意
者
を
募
つ
て
府
知
事

　
に
請
願
し
た
鴨
川
改
修
工
事
に
、
八
木
、
道
樽
ら
は
反
対
で
あ
つ
た
た
め
と
い
う
（
士
戸
＋
五
日
．
金
城
新
報
に
よ
る
）
。

○
同
月
。
本
月
十
二
日
の
秋
田
県
議
会
で
、
知
事
青
山
貞
と
議
員
の
一
部
と
、
国
道
変
更
の
問
題
で
、
延
々
五
日
間
に
亘
つ
て
議
論
し
た
が
尽
き
な
い
の
で
、
議

員
三
浦
盛
徳
は
、
決
闘
に
よ
つ
て
決
定
す
べ
き
こ
と
を
提
案
し
た
。
議
長
畠
山
雄
三
は
そ
の
提
案
の
取
消
を
求
め
た
が
、
三
浦
議
員
は
取
消
さ
ず
、
傍
聴
人
を

交
え
て
議
場
は
大
騒
ぎ
に
な
つ
た
と
い
う
（
十
二
月
十
八
日
・
東
京
朝
日
新
聞
、
＋
二
月
二
士
百
．
金
城
新
報
に
よ
る
）
。

O
同
月
。
青
森
県
東
津
軽
郡
の
壮
士
須
藤
寛
が
、
本
月
二
十
一
日
、
県
会
議
員
佐
々
木
儀
助
に
決
闘
を
申
入
れ
た
。
決
闘
状
に
よ
る
と
、
佐
々
木
は
「
同
志
と
進

退
を
共
に
し
、
運
動
す
る
こ
と
を
誓
詞
す
、
然
る
に
之
れ
に
反
戻
し
て
表
裏
常
な
ら
ず
、
面
従
腹
背
し
て
誓
詞
に
反
戻
」
し
た
た
め
と
い
う
。
し
か
し
、
介
添

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
百
）

人
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
（
＋
二
月
二
十
八
日
・
東
京
日
日
新
聞
に
よ
る
）
。

〇
二
十
一
年
一
月
。
青
森
県
内
の
政
治
状
勢
が
騒
然
と
な
り
、
在
野
壮
士
が
県
会
議
員
に
決
闘
を
求
め
る
者
が
多
く
、
議
員
の
中
に
は
そ
れ
を
避
け
て
旅
行
に
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
る
者
も
あ
り
、
ま
た
自
宅
に
蟄
居
す
る
者
も
多
か
つ
た
と
い
う
（
一
月
＋
五
日
・
山
形
新
報
に
よ
る
）
。

O
同
年
三
月
。
後
藤
象
次
郎
が
黒
田
内
閣
に
入
閣
し
た
。
後
藤
は
前
年
来
、
民
間
の
大
同
団
結
運
動
を
提
唱
し
、
そ
の
中
心
人
物
で
あ
つ
た
た
め
、
こ
の
入
閣

　
は
、
民
間
の
一
部
か
ら
は
げ
し
い
非
難
を
あ
び
た
．
東
京
神
田
小
川
町
の
吉
田
武
三
郎
は
、
西
岡
保
人
、
高
木
孝
徳
を
介
添
人
と
し
、
本
月
二
十
日
附
で
後
藤
に

決
闘
状
を
送
つ
た
。
そ
れ
に
は
「
貴
殿
が
従
来
の
言
行
た
る
、
表
裏
反
覆
満
天
下
を
欺
岡
し
、
遂
に
貌
狼
の
慾
を
逞
し
、
日
本
帝
国
を
以
て
私
利
私
慾
を
経
営

　
す
る
の
遊
劇
場
と
な
さ
ん
と
す
云
々
」
と
あ
る
。
ま
た
、
介
添
人
の
添
書
に
よ
る
と
、
決
闘
の
場
所
と
武
器
は
、
被
申
込
人
の
選
択
に
任
せ
て
い
る
（
一
一
万
二
十



　
三
日
・
東
京
朝
日
新
聞
に
よ
る
）
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
こ
と
を
聞
い
た
平
岩
謙
之
進
と
い
う
人
は
、
後
藤
は
姦
雄
に
あ
ら
ず
、
ど
う
し
て
も
決
闘
を
求
め
る
な
ら

　
ば
、
自
分
が
代
つ
て
相
手
に
な
る
旨
の
手
紙
を
、
吉
田
に
出
し
た
と
い
う
（
三
月
二
＋
四
日
・
同
新
聞
に
よ
る
）
。
な
お
、
こ
れ
以
外
に
、
無
記
名
の
決
闘
状
が
、

後
藤
の
も
と
に
は
十
数
通
と
ど
け
ら
れ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
四
月
三
日
・
山
形
新
報
に
よ
る
）
。

○
同
年
五
月
。
横
浜
住
吉
町
の
新
聞
通
信
員
大
和
田
茂
は
、
商
売
上
信
義
を
欠
い
た
行
為
が
あ
つ
た
と
し
て
、
同
業
の
横
浜
大
田
町
高
田
軍
次
へ
、
介
添
人
を
通

　
じ
て
決
闘
状
を
送
つ
た
（
五
月
十
八
日
・
東
京
朝
日
新
聞
に
よ
る
）
。

○
同
年
六
月
。
京
都
先
斗
町
の
芸
妓
福
助
が
、
旦
那
を
取
ら
れ
た
こ
と
を
理
由
に
、
同
じ
芸
妓
の
種
菊
に
決
闘
状
を
送
り
、
種
菊
も
そ
れ
を
承
諾
、
本
月
二
十
一

　
日
夜
、
川
原
で
素
手
の
決
闘
を
行
い
．
近
所
の
老
が
仲
に
入
り
引
き
別
け
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
を
報
じ
た
六
月
二
十
八
日
。
東
京
朝
日
新
聞
に
「
何
時
も
噂

　
だ
け
で
遂
に
実
行
し
た
事
の
な
い
血
闘
を
芸
妓
同
志
で
仕
掛
け
た
珍
聞
」
と
あ
る
。

O
同
月
。
陸
奥
日
報
の
編
集
人
重
田
是
一
に
対
し
、
そ
の
論
説
が
社
会
を
毒
す
る
と
し
て
一
戸
善
三
郎
が
、
本
月
二
十
七
目
附
で
決
闘
状
を
送
つ
た
（
七
月
三
日
．

　
東
京
朝
目
新
聞
に
よ
る
）
。

○
同
年
八
月
。
外
務
大
臣
大
隈
重
信
の
条
約
改
正
に
関
す
る
方
針
に
反
対
す
る
某
が
、
本
月
二
十
七
日
、
大
隈
邸
へ
使
を
送
り
、
決
闘
状
を
提
出
し
た
（
八
月
二

　
十
九
日
・
東
京
朝
日
新
聞
に
よ
る
）
。

○
同
年
十
月
。
東
京
大
森
村
の
海
苔
採
取
を
め
ぐ
る
決
闘
騒
ぎ
が
お
こ
つ
た
。
こ
れ
は
、
前
年
の
松
岡
対
犬
養
の
問
題
に
も
匹
敵
す
る
程
、
世
間
を
さ
わ
が
せ

　
た
事
件
で
あ
る
。
従
来
、
大
森
村
の
海
苔
採
取
に
つ
い
て
は
農
商
務
省
の
認
可
を
え
た
規
約
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
新
規
採
取
を
申
出
る
者
は
、
同
業
組

　
合
の
了
解
を
ま
ず
得
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
本
年
三
月
、
こ
の
規
約
に
反
す
る
新
規
出
願
者
に
東
京
府
が
許
可
を
あ
た
え
た
の
で
、
従
来
の
同

　
業
者
は
憤
つ
て
府
庁
に
交
渉
し
た
が
、
要
領
を
え
ず
、
そ
れ
が
た
め
、
代
議
士
宮
本
頼
之
に
仲
介
を
依
頼
し
た
。
九
月
六
日
、
宮
本
は
府
庁
に
お
い
て
、
元
の

　
府
農
商
課
長
で
当
時
は
芝
区
長
へ
転
出
し
て
い
た
丸
田
正
盛
に
会
い
、
府
庁
の
措
置
の
誤
り
を
談
合
中
、
両
者
は
口
論
と
な
り
、
宮
本
を
殴
打
、
宮
本
も
ま
た

　
反
撃
し
て
互
に
負
傷
し
た
。
こ
の
こ
と
を
聞
い
た
宮
本
の
郷
里
金
沢
の
盈
進
社
員
長
連
正
が
上
京
し
、
本
月
三
十
一
日
、
米
田
吉
三
郎
を
介
添
人
と
し
丸
田
へ

　
決
闘
状
を
送
つ
た
（
十
一
旦
百
・
朝
野
新
聞
に
よ
る
）
。
丸
田
か
ら
海
苔
採
取
を
許
可
さ
れ
て
い
た
大
森
村
の
有
志
は
、
翌
十
一
月
八
日
、
逆
に
長
連
正
と
米
田

吉
三
郎
に
決
闘
を
申
込
ん
だ
。
決
闘
申
込
人
は
金
子
七
五
郎
他
七
名
、
介
添
人
は
島
田
市
郎
兵
禰
他
一
名
で
あ
つ
た
（
十
一
月
十
日
．
朝
野
新
聞
に
よ
る
）
。
東
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
19
）

　
府
知
事
高
崎
五
六
は
、
当
時
上
京
中
の
石
川
県
知
事
岩
村
高
俊
と
も
相
談
の
上
、
調
停
に
た
ち
、
結
局
、
丸
田
の
謝
罪
で
決
闘
騒
ぎ
は
落
着
し
た
。

○
同
年
十
二
月
。
岩
手
県
の
一
県
民
が
、
県
会
議
長
上
田
農
夫
に
対
し
、
自
分
の
請
願
書
が
破
棄
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
、
本
月
十
五
日
附
の
決
闘
状
を
送
つ
た

　
（
十
二
月
二
十
四
日
・
読
売
新
聞
に
よ
る
）
．

　
　
明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
　
（
一
八
九
）



　
　
　
明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
輔
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
　
　
　
（
一
九
〇
）

　
以
上
の
例
は
、
松
岡
対
犬
養
の
決
闘
申
込
事
件
以
後
、
明
治
二
＋
一
年
九
月
か
ら
翌
二
十
二
年
末
ま
で
の
間
に
．
「
決
闘
」
事
件
と
し
て
．
新

聞
そ
の
他
に
報
道
さ
れ
た
も
の
の
中
、
私
の
参
照
し
え
た
も
の
の
み
を
掲
げ
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
類
似
の
事
件
は
、
全
国
的
に

相
当
多
数
あ
つ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
私
の
あ
げ
た
実
例
の
中
に
は
、
介
添
人
を
立
て
、
決
闘
状
を
送
り
、
場
所
あ
る
い
は
武
器
の
選
択
を
被

申
込
人
に
任
せ
る
な
ど
、
本
格
的
な
西
洋
の
決
闘
方
式
を
模
倣
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
中
に
は
決
闘
と
い
え
る
か
ど
う
か
疑
問
に
思
わ
れ
る
単
純

　
う
　
　
う
　
　
　
や

な
け
ん
か
も
あ
り
、
ま
た
決
闘
状
の
形
式
を
借
り
た
脅
迫
事
件
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
も
世
間
に
あ
つ
た
で
あ
ろ
う
普
通
の

う
　
　
　
や
　
　
　
ち

け
ん
か
騒
ぎ
が
「
決
闘
」
と
呼
ば
れ
た
り
、
ま
た
こ
と
さ
ら
に
「
決
闘
状
」
を
書
い
て
そ
れ
を
美
化
し
た
り
、
あ
る
い
は
ま
た
脅
迫
の
手
段
に
決

闘
状
を
利
用
し
た
り
し
て
い
る
点
こ
そ
、
「
決
闘
」
が
、
当
時
の
流
行
の
一
現
象
で
あ
つ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
（
1
）
後
ち
に
述
べ
る
雑
誌
「
日
本
人
」
所
載
の
主
た
る
論
考
は
、
「
明
治
文
化
全
集
・
社
会
篇
」
（
再
版
）
に
．
隅
谷
三
喜
男
氏
の
解
題
を
附
し
て
「
高
島
炭
鉱
問
題
」
（
別
頁
・
一

　
　
頁
以
下
）
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
（
2
）
松
岡
好
一
「
高
島
炭
鉱
の
惨
状
」
・
日
本
人
第
六
号
（
明
治
二
十
一
年
六
月
）
・
三
二
頁
－
三
六
頁
．

　
（
3
）
雑
報
「
高
島
炭
鉱
の
惨
状
」
・
日
本
人
第
七
号
（
明
治
二
十
一
年
七
月
）
・
三
四
頁
。

　
（
4
）
　
そ
の
ほ
か
、
巻
頭
言
の
「
与
論
は
何
に
が
故
に
高
島
炭
鉱
の
惨
状
を
冷
眼
視
す
る
や
」
（
日
本
人
第
九
号
・
二
十
一
年
八
月
・
一
頁
以
下
）
も
あ
り
、
ま
た
福
岡
の
福
陵
新
聞

　
　
の
同
年
七
月
六
日
の
社
説
「
誰
か
高
島
炭
坑
に
惨
状
な
し
と
謂
ふ
や
」
も
転
載
さ
れ
て
い
る
（
同
前
・
一
六
頁
以
下
）
。

　
（
5
）
　
福
島
成
行
「
吉
本
嚢
と
森
田
馬
太
郎
」
・
明
治
文
化
第
五
巻
七
号
（
昭
和
四
年
）
・
四
七
頁
．
吉
本
は
．
か
つ
て
高
知
に
お
け
る
自
由
民
権
運
動
の
闘
士
で
あ
つ
た
．

　
（
6
）
東
京
日
日
新
聞
は
．
九
月
九
日
、
十
二
日
、
十
三
日
の
紙
上
に
、
こ
の
犬
養
説
と
、
本
文
で
述
べ
た
「
日
本
人
」
に
所
載
の
吉
本
嚢
の
説
を
克
明
に
対
比
し
て
掲
載
し
て
い

　
　
る
。

　
（
7
）
松
岡
の
決
闘
状
と
、
犬
養
の
拒
絶
状
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
拙
者
儀
三
菱
会
社
所
有
高
島
炭
鉱
被
雇
中
坑
夫
の
情
態
詳
細
取
調
申
不
懸
至
極
に
存
候
間
其
実
状
を
四
方
の
仁
人
に
訴
へ
申
候
所
貴
殿
私
利
の
た
め
な
る
や
虚
実
を
転
倒
致
偽

　
　
　
報
を
朝
野
新
聞
紙
上
に
御
掲
載
相
成
候
段
如
何
に
も
天
下
の
公
道
に
相
背
き
候
と
心
外
無
念
に
存
候
間
謹
で
決
闘
状
呈
上
仕
候
尚
其
場
所
順
序
手
続
等
は
介
添
人
に
て
相
定
め
可

　
　
　
申
候

　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
二
十
一
年
九
旦
一
百
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
岡
　
好
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
犬
養
　
　
毅
　
殿

　
　
　
　
敬
復
頃
日
来
朝
野
新
聞
紙
上
に
記
載
い
た
し
候
高
島
炭
坑
の
実
況
と
題
す
る
拙
者
の
記
事
論
文
に
関
し
此
度
貴
殿
よ
り
決
闘
御
申
込
相
成
候
処
拙
者
儀
は
平
素
よ
り
決
闘
す
る



　
　
者
は
野
蛮
の
遺
風
痛
く
排
斥
す
る
べ
き
者
と
確
信
い
た
し
候
に
付
折
角
の
御
申
込
に
候
得
共
御
求
に
応
じ
難
く
尤
も
拙
者
の
記
事
論
文
中
御
不
同
意
の
廉
も
候
は
ば
御
遠
慮
な
く

　
　
明
か
に
事
実
を
挙
げ
て
論
駁
可
被
成
即
ち
此
辺
は
拙
者
本
よ
り
希
望
す
る
所
に
有
之
候
此
段
貴
答
迄
如
此
御
座
候
謹
言

　
　
　
　
　
　
明
治
二
十
輔
年
九
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
犬
　
養
　
　
毅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
　
岡
　
　
好
　
桶
　
殿

　
　
　
追
て
決
闘
介
添
人
と
し
て
御
連
署
相
成
候
三
宅
雄
二
郎
殿
及
び
志
賀
重
昂
殿
へ
は
別
に
答
書
を
出
さ
す
候
間
乍
略
儀
此
書
面
御
同
覧
可
被
下
候
也

　
　
こ
の
朝
野
新
聞
の
決
闘
状
公
表
に
つ
ぎ
、
三
宅
雄
二
郎
は
「
決
闘
の
件
に
関
し
犬
養
毅
氏
並
に
新
聞
雑
誌
諸
君
各
位
に
質
す
」
を
書
き
、
府
下
各
新
聞
に
投
稿
し
（
例
え
ば
二
十

　
一
年
十
月
二
日
・
東
京
日
目
新
聞
）
決
闘
状
は
本
人
の
承
諾
な
し
に
は
公
表
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
旨
を
強
調
し
た
。
こ
れ
に
対
し
十
月
四
日
・
朝
野
新
聞
に
は
、
犬
養
の
「
決
闘

事
件
に
関
し
て
三
宅
雄
二
郎
氏
に
答
ふ
」
が
あ
り
、
ま
た
十
月
五
日
・
読
売
新
聞
に
は
「
三
宅
文
学
士
に
答
ふ
」
が
載
つ
て
い
る
。

（
8
）
　
例
え
ば
、
九
月
十
四
日
、
十
五
日
・
東
京
日
日
新
聞
に
は
、
清
浦
談
話
の
要
旨
を
掲
げ
、
さ
ら
に
九
月
十
五
日
、
十
六
日
・
同
新
聞
に
は
清
浦
文
書
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
な

　
お
、
清
浦
談
話
の
大
要
は
、
指
原
安
三
「
明
治
政
史
」
・
「
明
治
文
化
全
集
・
正
史
篇
」
（
再
版
）
上
巻
・
五
八
一
頁
ー
五
八
三
頁
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）
　
清
浦
談
話
・
東
京
与
論
新
誌
第
三
六
一
号
（
明
治
二
十
一
年
九
月
）
・
二
二
頁
。

（
1
0
）
　
「
第
二
の
決
闘
」
・
日
本
之
時
事
第
九
号
（
明
治
二
十
一
年
十
月
）
・
七
七
頁
。
こ
の
一
件
は
、
東
京
与
論
新
誌
第
三
六
二
号
（
明
治
二
十
一
年
九
月
）
に
も
報
道
さ
れ
「
今
や

長
脇
差
と
捕
手
と
の
争
闘
は
昔
時
の
談
と
な
り
て
其
面
影
を
劇
場
に
残
す
の
み
．
昔
時
勇
侠
の
世
に
生
れ
た
る
老
人
達
は
此
一
話
を
聞
く
撫
力
瘤
を
入
る
る
こ
と
な
る
べ
し
」
（
一

九
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
1
1
）
　
前
掲
県
政
物
語
・
三
七
三
頁
。

（
1
2
）
　
前
掲
書
・
四
五
九
頁
。

（
1
3
）
東
京
与
論
新
誌
第
三
五
八
号
（
明
治
二
十
一
年
八
月
）
・
二
三
頁
。

（
1
4
）
　
明
治
二
十
一
年
十
一
月
二
十
一
日
・
東
京
朝
日
新
聞
に
よ
る
と
、
容
疑
者
が
逮
捕
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
「
徳
島
警
察
署
沿
革
誌
」
に
は
、
こ
の
水
害
直
後
の
農
民
騒
ぎ
を
「
其

光
景
百
姓
一
揆
の
観
あ
り
』
と
記
し
て
い
る
か
ら
、
相
当
の
紛
糾
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
沿
革
誌
の
記
事
は
、
徳
島
県
警
本
部
警
視
三
原
武
雄
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。
記
し

　
て
そ
の
学
恩
を
謝
す
。

（
1
5
）
　
な
お
、
石
井
研
堂
「
増
訂
明
治
事
物
起
原
」
（
昭
和
十
一
年
）
・
二
六
頁
参
照
。

（
1
6
）
　
こ
の
明
治
二
十
一
年
十
二
月
十
一
日
、
東
京
朝
日
新
聞
の
記
事
に
は
「
麻
布
狸
穴
町
な
る
河
村
宮
中
顧
問
官
」
と
あ
る
が
、
当
時
の
宮
中
顧
問
官
に
「
河
村
」
姓
の
人
は
在
職

し
な
い
（
「
顕
要
職
務
補
任
録
」
上
巻
・
六
八
頁
ー
七
二
頁
）
。
明
治
十
八
年
四
月
、
参
議
か
ら
宮
中
顧
間
官
に
任
ぜ
ら
れ
、
二
十
一
年
四
月
、
枢
密
顧
問
官
に
転
じ
た
川
村
純
義

　
（
前
掲
補
任
録
・
六
八
頁
）
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
文
で
は
そ
の
よ
う
に
訂
正
し
た
．
彼
は
狸
穴
町
に
住
ん
で
い
た
。

（
17
）
（
1
8
）
　
明
治
二
十
一
年
七
月
、
青
森
県
で
は
、
県
知
事
鍋
島
幹
が
県
民
を
「
無
神
経
の
人
民
」
と
呼
ん
だ
失
言
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
以
後
、
県
内
の
政
治
状
況
が
俄
か
に
活
気
を

呈
し
、
県
の
政
界
は
大
同
派
と
改
進
派
に
分
れ
て
は
げ
し
い
政
争
を
展
開
し
て
い
た
（
「
青
森
県
政
治
史
」
第
一
巻
・
昭
和
四
十
年
・
五
四
六
頁
以
下
）
。

明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
一
）

三
五

（
一
九
一
）



　
　
明
治
中
期
に
お
け
る
決
闘
罪
制
定
の
一
考
察
（
一
）

（
1
9
）
　
こ
の
決
闘
事
件
は
、
「
宮
本
頼
三
」
・
高
橋
忠
治
郎
編
「
帝
国
議
会
議
員
候
補
者
列
伝
」

原
・
二
六
頁
参
照
。

（
明
治
二
十
三
年
）
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六

｝
四
七
頁
－
一
五
〇
頁
に
詳
し
い
。
な
お
、

（
一
九
二
）

石
井
・
前
掲
事
物
起

（
未
　
亡
匹


